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　ある研究会で、公開保育も終盤にさしかかり、最

後に保育者の提案で、ゲームをしてから降園するこ

とになりました。この時、私の眼には既に、子ども

たちの集中力も限界にきているようにみえました。

案の定、ゲームが始まると、あちこちで喧嘩が勃発

し、泣き出す子まで出ました。何とか収拾して子ど

もは無事、降園しましたが、今度は、その担任の保

育者が「今日の保育は失敗です」と泣き出してしま

いました。

　この時、私は、保育に失敗とか成功があるのかと

いう疑問をもちました。失敗とか成功とかいうの 

は、少し乱暴な言葉で言えば、大人の側の基準、つ

まり、指導計画に子どもが乗ったか、乗らないかの

ことではないかと思うのです。ですから、保育に失

敗も成功もないはずです。

　もし、どうしても「失敗」「成功」という基準を

当てはめたいのであれば、「成功した保育」という

のはほとんどないような気がします。つまり、保

育の本質とは、保育者の思いと子どもの思いのずれ

をいかに埋めていくのかという作業なのです。それ

が保育の難しさであり、楽しさであるわけです。大

人はどうしても「こうあるべきだ」という基準で子

どもを見がちです。保育の専門家である保育者でさ

え、そうしたことに陥りがちです。「こうあるべき 

だ」という基準をいったん封印して、子どもをゆっ

くり眺めるゆとりが必要でしょう。

　ある幼稚園で、３歳児担任の保育者が、「初めて

３歳児をもって、子どもを叱らなくなりました」 

「できてもできなくても、ああこれがこの子の姿な

んだと思い、待てるようになりました」と言ってお

りました。５年目の保育者の極めて、清々しい気づ

きです。大人は、「片づけを早く済ませたら、お弁

当も早く食べられるのに」「食べることに集中した

ら、次に遊ぶ時間も長くなるのに」と考えがちです

が、子どもの頭にそんなことはありません。子ども

は、日々、瞬間瞬間で新しい発見に興奮し、驚き、

夢中になるのです。その結果、やりっ放しも当然で

てきます。しかし、そこで、「急かす」「イライラ」

を子どもに向けるのではなく、「そういうもんなん

だ」と受け止めることをしてみるのです。

　そこから、保育者の思いと子どもの思いのずれを

埋めていくことをすればいいのです。子どもは、い

つも、カリカリ、イライラしている保育者より、多

少乱暴でも、大きくふんわりと迎えてくれる保育者

の方が大好きなはずです。子どもは賢明です。「あ

れはだめ、これはだめ」と年中、禁止言葉を連発

する保育者よりも、「やりたいことやりなさい」と、

上手に放っておいた子どもの方が、たくましく、自

分の考えで遊びを進めていくようになるものです。

管理を優先すると、管理がなくなると、自分ではど

うしていいのかわからなくなります。子どもとゆと

りをもって接することは、保育者個人の心の在り様

に大きく左右されるのは当然ですが、園全体の運営

という面からも考えてみることも必要でしょう。

　最後に、人間はどうしても、「欠点」に目が行き

がちです。しかし、その時、保育者の立場は「足

りないものに目を向ける」のではなく、子どもの傍

らで寄り添い、温かい眼差しを向けることが必要で 

す。「気弱で消極的な子ども」は「理知的で思慮深

い子ども」であり、「我儘で頑固な子ども」は「一

途で知的好奇心の強い子ども」というように、長所

と短所は裏腹なのです。保育者の眼差しが子どもの

伸びようとする意欲を助けるのです。

視点

保育者の役割と保育者の眼差し

昭和女子大学　教授　横　山　文　樹
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　８月３０日、文部科学省は財務省へ提出する平成

２６年度の概算要求の内容を公表しました。幼稚園

関係予算の主な内容は次のとおりです。

●私立高等学校等経常費助成費補助

　私立高等学校等経常費助成費等補助は、幼稚園、

小学校、中学校、高等学校の総額で前年度の予算額 

１，０２２億１，４００万円から３７億１，６００万円増（対前

年度比３・６％アップ）の１，０５９億３，０００万円とな

りました。

　そのうち一般補助分は１８億７，０００万円増（対前

年度比２・１％アップ）の９０８億１，７００万円の要求。

特別補助分は、１５億６，８００万円増（対前年度比

１４・７％アップ）の１２２億４００万円となりました。

〔経常費助成費補助・幼稚園分〕

　私立高等学校等経常費助成費補助の幼稚園分は、

９億３，４００万円の増額要求（対前年度比２・８％ 

アップ）で、総額３４２億６，７００万円となりました。

幼稚園分のうち一般補助分は２４４億３，２００万円が

計上されました。園児１人あたり単価は、前年度か

ら２１９円増（対前年度比１・０％アップ）の２３，０１９

円となりました。

　特別補助分は、９億７，８００万円増（対前年度比

１１・０％アップ）の９８億３，５００万円が計上されま

した。

　特別補助のうち、「子育て支援推進経費」は、

１億６，５００万円増（対前年度比３・４％アップ）の

５０億１００万円となり、その内「預かり保育推進

事業」は、１億６，５００万円増（対前年度比４・５％ 

アップ）の３８億５，１００万円。「幼稚園の子育て支援

活動の推進」は、前年度同額の１１億５，０００万円と

なりました。また、「幼稚園特別支援教育経費」は、

８億１，３００万円増（対前年度比２０・２％アップ）

の４８億３，４００万円が要求されました。

●幼稚園就園奨励費補助

　幼稚園就園奨励費補助は大きな増額要求となり、

総額で１０３億６，７００万円増（対前年度比４４・０％

アップ）の３３９億５００万円が計上されました。補

助単価は、第１階層が７８，８００円の増額で、第２階

層から第４階層は前年度と同額となりました。低所

得世帯の保護者負担軽減のため、保育所と同様に、

生活保護世帯の保護者負担が無償になります。また、

多子世帯の保護者負担軽減の拡充のため、保育所と

同様に小学校３年生以下の子どものいる家庭で、第

２子の保護者負担を半額にした上で所得制限を撤廃

し、第３子以降についても所得制限を撤廃する方向

です。

　負担割合は、第１子の１・０に対して、第２子が

０・５、第３子以降は０・０です。階層区分ごとの減

免単価は、次ページの表をご覧ください。

●私立幼稚園施設整備費補助

　私立幼稚園施設整備費補助は、前年度と同額の

２５億５００万円が計上されました。地震による倒壊

等の危険性が高い（Ｉｓ値０・３未満）施設の耐震

補強工事については、引き続き補助率を２分の１以

内に嵩上げすることが要求されました。

★　　　　　★

　全日私幼連では、幼稚園教育の一層の充実を図る

ため、香川敬会長を先頭に強力な要望活動を展開し

た結果、大きな成果に結びつきました。特に幼児教

育の無償化については、署名活動で多くの方々にご

協力をたまわり、無償化に向けた第一歩を踏み出す

内容になりました。関係国会議員の皆様、関係者の

皆様方には謹んでお礼申しあげます。

★平成２６年度　私立幼稚園関係政府予算の概算要求（概要） 3333333333333

 幼稚園就園奨励費
　　幼稚園と保育所の負担を平準化
　　　　　　　　　　第１階層の保護者負担を無償に

経常費　園児１人あたり単価は２３，０１９円　
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平成２６年度幼児教育関係概算要求の概要
（単位：百万円）

2 5 年 度 2 6 年 度
区 分 比較増△減 備 考

当初予算額 概算要求額

幼児教育課関係予算総額 23,591 33,953 10,362

1.幼児教育に係る保護者負 23,538 33,905 10,367
担の軽減（無償化に向け
た段階的取組）
（幼稚園就園奨励費補助）

（１）低所得世帯の保護者負担軽減
保育所と同様に、生活保護世帯の保護者負担を無償にする。

（無償となるよう、保育料の全国平均単価「公立：79,000円、私立：308,000円」まで補助を可能に
する。）

(階層区分)
【公立】

生活保護世帯 79,000円 (59,000円増) 保護者負担を無償
市町村民税非課税世帯、
市町村民税所得割非課税世帯(年収約270万円まで) 20,000円 (前年度同額)

【私立】
第Ⅰ階層： 生活保護世帯 308,000円 (78,800円増) 保護者負担を無償
第Ⅱ階層： 市町村民税非課税世帯 199,200円 (前年度同額)

(市町村民税所得割非課税世帯を含む)
(年収約270万円まで)

第Ⅲ階層： 市町村民税所得割課税額 115,200円 (前年度同額)
(77,100円以下)世帯（年収約360万円まで）

第Ⅳ階層： 市町村民税所得割課税額 62,200円 (前年度同額)
(211,200円以下)世帯（年収約680万円まで）

※ 金額は、第１子の場合の補助単価(年額)
※ 市町村民税所得割課税額（補助基準額）及び年収は、夫婦（片働き）と子供２人世帯の場合の金額であり、

年収はおおまかな目安。

（２）多子世帯の保護者負担軽減の拡充
保育所と同様に、第２子の保護者負担を半額にした上で所得制限を撤廃し、第３子以降についても

所得制限を撤廃する。
○幼稚園に同時就園している場合

第２子 ０．５（所得制限を撤廃）
第３子以降 ０．０（所得制限なし）

○小学校１～３年生の兄・姉がいる場合
第２子 ０．７５ → ０．５（保護者負担を半額、所得制限を撤廃）
第３子以降 ０．０（所得制限を撤廃）

※ 数値は、第１子の保護者負担割合を［１．０］とした場合の第２子以降の概ねの保護者負担割合である。
※ 無償となる保育料の上限は、保育料の全国平均単価（公立：79,000円 私立：308,000円）。

2.幼稚園教育内容・方法の 20 18 △2 ・幼稚園教育理解推進事業 18百万円
改善充実

3.質の高い幼児教育・保 34 30 △3 ・子ども・子育て支援新制度の 8百万円
育の総合的提供等推進 実施に係る検討等
事業 ・幼児教育の改善・充実調査研究 22百万円

【参考】
1.私立幼稚園施設整備費補助 2,505 2,505 0 ※公立幼稚園施設整備費については、224,528百万円の内数

2.私立高等学校等経常費助 33,333 34,267 934
成費補助（幼稚園分）

(ア) 一般補助 24,476 24,432 △44
(イ) 特別補助 8,857 9,835 978 1.子育て支援推進経費 4,836百万円→5,001百万円

・預かり保育推進事業 3,686百万円→3,851百万円
・幼稚園の子育て支援活動の推進

1,150百万円→1,150百万円
2.幼稚園特別支援教育経費 4,021百万円→4,834百万円

3.緊急スクールカウンセラー 3,913 3,910 －
等派遣事業 の内数 の内数

※認定こども園の施設整備などを行う「安心こども基金」については、期限延長等について検討
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平成２６年度幼児教育関係概算要求の概要

１．幼児教育に係る保護者負担の軽減（無償化に向けた段階的取組）
（幼稚園就園奨励費補助）

（対前年度）
２６年度要求額 ３３，９０５百万円 （＋１０，３６７百万円）
２５年度予算額 ２３，５３８百万円

【概要】
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、すべて

の子供に質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育に係る保護者負担を軽減し、
無償化に段階的に取り組む。

◆幼稚園就園奨励費補助
幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等

を図る「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し、国が所要経費
の一部を補助する。
平成２６年度については、幼稚園と保育所の「負担の平準化」を図ることとし、

低所得世帯と多子世帯の保護者負担の軽減を行う。

（１）低所得世帯の保護者負担軽減
保育所と同様に、生活保護世帯の保護者負担を無償にする。

（無償となるよう、保育料の全国平均単価「公立：79,000円、私立：308,000円」まで補助を可能にする。）

（階層区分） （26年度）
【公立】
生活保護世帯 79,000円（59,000円増）保護者負担を無償
市町村民税非課税世帯、
市町村民税所得割非課税世帯（年収約270万円まで） 20,000円（前年度同額)

【私立】
第Ⅰ階層 生活保護世帯 308,000円（78,800円増）保護者負担を無償
第Ⅱ階層 市町村民税非課税世帯 199,200円（前年度同額)

(市町村民税所得割非課税世帯含む)（年収約270万円まで）

第Ⅲ階層 市町村民税所得割課税額 115,200円（前年度同額)

( 77,100円以下)世帯(年収約360万円まで)

第Ⅳ階層 市町村民税所得割課税額 62,200円（前年度同額)

(211,200円以下)世帯(年収約680万円まで)

※ 金額は、第１子の場合の補助単価(年額)

※ 市町村民税所得割課税額（補助基準額）及び年収は、夫婦（片働き）と子供２人の世帯の場合の金額であ

り、年収はおおまかな目安。

（２）多子世帯の保護者負担軽減の拡充

保育所と同様に、第２子の保護者負担を半額にした上で所得制限を撤廃し、第３子以降

についても所得制限を撤廃する。

○幼稚園に同時就園している場合
第２子 ０．５ （所得制限を撤廃）
第３子以降 ０．０ （所得制限なし）

○小学校１～３年生の兄・姉がいる場合
第２子 ０．７５→０．５ （保護者負担を半額、所得制限を撤廃）
第３子以降 ０．０ （所得制限を撤廃）

※ 数値は、第１子の保護者負担割合を[1.0]とした場合の第２子以降の概ねの保護者負担割合である。

※ 無償となる保育料の上限は、保育料の全国平均単価（公立：79,000円、私立：308,000円）。

文部科学省だより
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２．私立幼稚園施設整備費補助

２６年度要求額 ２，５０５百万円 （前年度同額）
２５年度予算額 ２，５０５百万円

【概要】
・緊急の課題である耐震化等に必要な予算を確保する。
・国庫補助率は、原則として１／３以内であるが、地震による倒壊等の危

険性が高い(Is値0.3未満)施設の耐震補強工事については、引き続き１／
２以内に嵩上げ

※ 公立幼稚園施設整備費については、学校施設環境改善交付金
２２４，５２８百万円の内数

※ なお、平成２４年度補正予算において、私立学校施設の耐震化等防災安
全対策の推進等に必要な経費として、455億円を計上している。

３．幼稚園教育理解推進事業

（対前年度）
２６年度要求額 １８百万円 （ △２百万円）
２５年度予算額 ２０百万円

【概要】
・幼稚園教育の一層の理解推進を図るため、幼稚園の教育課程の編成及び

指導上の諸課題や幼稚園を取り巻く諸課題に関して中央及び都道府県に
おいて研究協議会を行う。

４．質の高い幼児教育・保育の総合的提供等推進事業

（対前年度）
２６年度要求額 ３０百万円 （△３．４百万円）
２５年度予算額 ３４百万円

【概要】
・子ども・子育て支援新制度が円滑に施行されるよう、必要な取組を行う

とともに、幼児教育に関する今日的課題に対する方策など幼児教育に関
する様々な課題について調査研究を行う。

（１）子ども・子育て支援新制度の実施に係る検討等
・新たに作成する「幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）」の解説書
等の作成をはじめとする子ども・子育て支援新制度の施行に向けて必要
な取組について検討を行うとともに、新制度について更なる周知を図る。

（２）幼児教育の改善・充実調査研究
・幼児教育の改善・充実のための支援策について検討するとともに、委託
により調査研究を実施する。
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５．幼児教育・保育における質のモニタリング調査等

２６年度要求額 ２百万円（新 規）

【概要】
・OECDが実施する子供の学習環境に関するモニタリングの枠組み開発、各

国比較可能な指標の開発等を行う事業に参加するため必要な経費を拠出
する。

６．私立高等学校等経常費助成費補助（幼稚園分）

（対前年度）
２６年度要求額 ３４，２６７百万円 （ ＋９３４百万円）
２５年度予算額 ３３，３３３百万円

２５年度 ２６年度要求額
（１）一般補助 24,476百万円 → 24,432百万円（ △４４百万円）

園児一人当たりの単価 （ 23,019円（対前年度 219円増））

（２）特別補助 8,857百万円 → 9,835百万円（ ＋978百万円）

① 子育て支援推進経費 4,836百万円→5,001百万円（ ＋165百万円）
・ 預かり保育推進事業 3,686百万円→3,851百万円
・ 幼稚園の子育て支援活動の推進

1,150百万円→1,150百万円
② 幼稚園特別支援教育経費

4,021百万円→4,834百万円（ ＋813百万円）

７．緊急スクールカウンセラー等派遣事業

２６年度要求額 ３，９１０百万円の内数
２５年度予算額 ３，９１３百万円の内数

【概要】
・東日本大震災により被災した幼児児童生徒等に対し、引き続き心のケア

や必要な支援を行う。

※なお、認定こども園の施設整備などを行う「安心こども基金」については期
限延長等について検討する。
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　７月２８日（日）、兵庫県神戸市のデザイン・ク 

リエイティブセンター神戸で、「こどもが まんなか

ＰＲＯＪＥＣＴ ｉｎ 神戸～おひさまと かぜと おとも

だち」が開催され、幼稚園児をはじめ大勢の子ども

たちと保護者等１，５００人が参加し、こどもがまんな

かＰＲＯＪＥＣＴのイベントを楽しみました。

　オープニングセレモニーでは、来賓として井戸敏

三兵庫県知事から挨拶をいただきました。

　スペシャルステージでは、建築家の安藤忠雄さ

んが「こどもが まんなか とは」をテーマに講演を

され、続いてのシンポジウムでは、「こどもと社会

と～これまでの１００年と、これからの１００年」を 

テーマに、安藤忠雄（建築家）、矢田立郎（神戸市

市長）、香川敬（全日私幼連会長）、石橋昌文（ネス

レ日本株式会社常務執行役員）、濱名浩（兵庫県私

立幼稚園協会理事長）、岡山慶子（朝日エルグルー

プ会長）の皆様がこどもと社会等について語りまし

た。

　キッズステージでは、「大豆の歌・食育コンサー

ト」、うつみ宮土理さんと古賀義弥さんの「スペシャ

ルトーク＆ライブ」などが楽しく華やかに行われま

した。

　ミニセミナーでは、交通安全教室、食育教室等が

行われ、他にもテーマ展示（テーマ：食、健康、学、楽、

成長、安全、遊、体、共生、環境）、１００年展示（私

立幼稚園の１００年、ネスレ日本の１００年）、キッ

ズアクティビティ（積み木・立体ブロック）、えほ

んの広場、こどもの権利条約パネル展示など、盛り

だくさんの内容で、おとなも子どもも楽しめるイベ

ントとなりました。

　今回は特に、（社）兵庫県私立幼稚園協会をはじめ、

近畿地区の私立幼稚園団体の絶大なるご協力をい

ただき企画・運営を行うことができました。団体長 

の先生方、大勢のボランティアスタッフの先生方、

様々なご協力をくださった関係の先生方には御礼申

しあげます。

　また、「こどもが まんなかＰＲＯＪＥＣＴ」に深い

ご理解をいただき、テーマ展示等でご協賛いただい

た企業は次のとおりです。

　アシックスジャパン（株）、アップリカ・チルド

レンズプロダクツ（株）、大塚製薬（株）、ジブラル

タ生命保険（株）、（株）スヴェンソン、（株）虎屋、

ネスレ日本（株）、パナソニック（株）、Ｐ＆Ｇジャ

パン、（株）ロック・フィールド、（株）朝日エル

 （敬称略）

 

 

 
 

 
　　こどもが まんなか ＰＲＯＪＥＣＴ

　　　　　　　　　　おひさまと かぜと おともだち　　　
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　東京地区では７月２４日・２５日の２日間で研究

大会を開催しました。初日が全体会、２日目が分科

会という構成で、両日で免許状更新講習（専門課 

程）も併設しています。参加者は、各日ともに約

１２００人でした。

　全体会の構成は、１、記念講演として「脳からみ

た教育」池谷裕二・東京大学准教授／２、基調講演

として「児童期の学びにつながる幼児教育～心の土

台をどう作るか～」肥後功一・島根大学教授／３、

特別企画として「証言～幼稚園の保育者が語る東日

本大震災～」ＤＶＤ上映と、田中雅道　（公財）全

日私幼研究機構理事長による解説。

　そして、朗読劇「福島からのメッセージ～私の大

切なあなた～」劇団俳優座に所属する３名の俳優が

紡ぐ言葉（出演：渡辺聡、山本順子、早野ゆかり）

という内容です。

　分科会の構成は、①幼稚園における長時間保育を

考える～子どもの育ちと生活～（ゲスト：渡辺英

則先生・ゆうゆうの森幼保園長）②２歳児の親子と

幼稚園～親と子の育ちを支える幼稚園～（ゲスト： 

井桁容子先生・東京家政大学）③園内研修～子ども

の姿を見て保育を語ってみよう～（ゲスト：若月芳

浩先生・玉川大学）④保育環境の意味を問い直す～

保育者が求めるものと子供が吸い取るもの～（ゲス

ト：岸井慶子先生・秋草学園短期大学）⑤幼児理解

と子どもの育ち～子どもの生活の中から保育者の目

を育もう～（ゲスト：太田光洋先生・和洋女子大学）

⑥特別支援教育～インクルーシブとは？　すべての

子に優しい保育の設計～（ゲスト：水野智美先生・

筑波大学）⑦遊びを通して保育の質を考える～遊び

を見つめを深めよう～（ゲスト：赤石元子先生・東

京学芸大学）⑧音楽教育と環境を考える～日常の保

育にもっと音遊びを～（ゲスト：今川恭子先生・聖

心女子大学）⑨「遊びの中の演劇」を視座とする幼

児の劇活動～演出、演技の多様性・前衛性を考える

～（ゲスト：花輪充先生・東京家政大学）⑩自然と

親しむ～身近な自然に触れて保育に生かそう～新宿

御苑と井の頭公園でのワークショップ（ゲスト：科

学教育研究会）⑪免許更新講習～教育内容の質向上

のための研究領域：言葉～（ゲスト：青木久子・青

木幼児教育研究所）でした。

　今年度の特記事項としては、東京地区会として初

めてのポスター発表の実施でした。２日目の会場で

あるアルカディア市ヶ谷の３階ロビーに、昼食時に

それぞれの研究成果を展示しました。

　まだ東京地区会としては、ポスター発表という形

態の周知が進んでいません。そこで今回は多くの幼

稚園にポスター発表という研究発表形態に触れてい

ただいて、理解を深めることを目的として試行的な

実施としました。

　そのため、展示は前年度の研究助成を受けていた

２つの地区会と、４つの幼稚園からの参加に限定し

ました。幼稚園における「保育の質」は各園におい

ても重要な位置づけにあります。

　結果としてもよい反響がありましたので、互いに

研究内容として切磋琢磨できるように、来年度は各

園の研究成果の発表の場として、公募につなげてい

きたいと考えています。

（�東京都私立幼稚園連合会教育研究委員長、武蔵野

市・武蔵野東第一・第二幼稚園／加藤篤彦）

平成２５年度　地区教研大会概要

東京地区　教育研究大会� 東京都千代田区／７月２４日・２５日

広く、深く、ていねいに保育の質を考える

初 め て ポ ス タ ー 発 表 を 実 施
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　第２８回近畿地区私立幼稚園教員研修大会は、１，

４１５名の参加を得て神戸ポートピアホテルを中心

に、「広く、深く、ていねいに保育の質を考える～

保育の質や保育力の向上について考える～」をテー

マに開催しました。

　１日目の開会式では、香川敬全日私幼連会長のご

挨拶に続き、永年勤続表彰を行いました。その後全

体会として、記念講演と基調講演を行いました。

　教育評論家で法政大学教職課程センター長・教授、

臨床教育研究所「虹」所長、「尾木ママ」の愛称で

親しまれている尾木直樹先生に「思春期の問題を幼

児教育から考える」と題して記念講演をしていただ

きました。客席から登場し、参加者とハイタッチし

ながら舞台に登壇されると、会場は大きな歓声に包

まれました。

　幼児にとって一番大事なことは「安心・信頼」で

あること、そのためには子どもの心を「聴く」（徳

のある心で受け止める）ことが重要であるというお

話がありました。また、ご自身の子育て経験や、テ

レビ出演時の裏話、多数の著書執筆について等、軽

快な口調で笑いあふれる講演でした。舞台を降りて、

参加者と直接お話しされる場面もありました。講演

の最後には思春期の子どもたちの時事問題について

のお話もありました。

　基調講演は、お茶の水女子大学教授の高濱裕子先

生に「保育者の成長とは」と題してお話いただきま

した。

　目指したいこととして、次世代を担う子どもたち

に、私たちは負の遺産を遺すわけにはいかないこ 

と、保育の質を高め家庭との連携によって豊かな乳

幼児期の環境を保証すること、子どもたちが幸せな

子ども時代を送ること、そして幸福な人生を過ごせ

るようにすることとのお言葉に続き、研究成果につ

いてのお話がありました。

　保育者の経験年数によって、悩みや課題が異なる

ことから、経験年数とキャリアに応じた研修制度

が必要との提言がありました。また、指導の難しい

子どもへの対応方法や、子どもへの援助には、子ど

もの行動にどう対処したかだけでなく、どう解釈し

たのかを問うことも必要で、解釈と対処がセットに

なっているということなど、具体例を挙げながらお

話いただきました。

　２日目は７分科会と教員免許状更新講習を行いま

した。近畿２府４県の６分科会の発表と、「保育の

質を考える」と題して、兵庫教育大学教授名須川知

子先生による免許状更新講習を実施しました。

　分科会はそれぞれ「食べることが大好きな子に

育ってほしい」「次世代の保育者を育てる～教育実

習および新任教員への指導について」「地域との関

わりを保育に生かす～世界文化遺産の土地ならでは

の特性を生かして」「幼児理解と育ちの記録・あそ

びの考察～子どもの心に寄り添うために」「人との

かかわりの中で、子どもの内に育つもの」「子ども

子育て関連３法と幼児教育無償化」と題して、発表

がなされました。

　第７分科会は、４つの園で公開保育を実施しまし

た。各分科会でも熱心に質疑応答がなされ充実した

時を過ごしました。

　９月より保育の現場に今回の研修の成果が生かさ

れ、私立幼稚園の質が更に向上され、「こどもがま

んなか」の言葉どおり子どもにとってていねいな保

育がなされることを望みます。研修に参加された皆

様、そして大会を支えてくださった先生方に感謝し

心よりお礼を申しあげます。

（�（社）兵庫県私立幼稚園協会広報委員長、川西市・

清和台めぐみ幼稚園／山本信子）

近畿・大阪地区　教員研修大会� 兵庫県神戸市／７月２５日・２６日

大 会 テ ー マ 　「広く、深く、ていねいに保育の質を考える」

　　　　　　　～保育の質や保育力の向上について考える～
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　８月８日～９日、ロケット発射基地があり宇宙に

最も近いかごっま（鹿児島県）にて、第２９回九州

地区教師研修大会に九州・沖縄各地から保育の質向

上をめざす“幼児教育の仲間”１,７１７人が参集し

盛大に開催されました。

　初日は、ロビーホールにおける２０園の保育実践

研究ポスター発表からはじまりました。幼児が先生

に「見て！見て！」と言うように、発表園の先生 

方が日々取り組んでいる研究課題・保育実践を 

「見て！見て！」とばかりにポスターに寄り添うと、

たちまち黒山の人だかりができ、ポスターを見ては

問いかけ、また共感していました。“幼児教育の仲 

間”の輪が広がる空間となりました。

　開会式後の基調講演では、「幼児教育の課題と展

望」と題して國學院大學人間開発学部・神長美津子

教授の基調講演を拝聴いたしました。家庭や地域社

会の子育て力の低下や子どもたちの体験不足が進行

する中において、「幼児期の学校教育」の充実及び

幼稚園の役割責任が増してきていること、今、幼稚

園や教師は、幼児の発達や学びの連続性を見通せる

専門的な“長い目”と幼児の生活環境を広く見渡せ

る“広い目”を持つことが大切なことなど多くを教

えていただきました。

　記念公演は、“子育て応援”をテーマに全国で活

動するファミリーコンサート・エンターテイメント

グループ「歌う海賊団ッ！」の公演でした。先生方

は子どもの気分で海賊船に乗船し、みんなで一緒に

歌い、踊り、キャプテンの歌と手話に酔いしれて、

笑顔もりもり、元気バリバリとなって下船いたしま

した。

　海賊団のパーティーのあと引継式が行われ、次年

度開催県宮崎県へ大会旗が引き渡され、６時まで再

度ポスター発表が行われて１日目の全体会研修を終

えました。

　２日目は１４の分科会が行われました。１～１２分

科会は、研究発表園の保育実践研究の発表にはじま

り、質疑応答、研究討議、助言者のご指導と進めら 

れ、参加者一人ひとりの研究課題が深まったようで

す。

　また、特別分科会では「子ども・子育て新制度と

幼児教育の無償化」と題して、全日私幼連副会長

の北條泰雅先生が、幼児教育の無償化や子ども・子

育て新制度について、その経緯も含めて具体的に説

明くださり、特に、「４号（満３歳未満の子どもを

持つ ､ 保育を利用せず家庭で子育てを行う家庭）認 

定の子どもにも配慮が必要だ」と力説しておられま

した。

　さらにこの新制度の運用は市町村に大きく委ねら

れており、基本指針・教育と保育・幼児期の学校教

育の重要性・個人給付の平等性などを設置者・園長

が勉強し、「地方版子ども・子育て会議」でしっか

り主張することで、新制度を子どもにとって有意義

な制度にしていきましょう！と、ご教示いただきま

した。

　その他にも、お母様による特別出演「絵本に親し

む活動発表会」があり、影絵・ハンドペインティン

グ劇・人形劇など熱心な取り組みに感心いたしまし

た。

　また、教員免許状更新講習（選択講習）も開催され、

６１名の先生方が受講し２日目の分科会研修を終え、

“幼児教育の仲間”１,７１７人は、それぞれに充実感

をもって散会いたしました。

（�鹿児島県私立幼稚園協会広報委員長、霧島市・隼

人ひまわり幼稚園／原田謙二）

九州地区　教師研修大会� 鹿児島県鹿児島市／ 8月 8日・9日

大 会 テ ー マ 　「広く、深く、ていねいに保育の質を考える」

　　　　　　　～保育臨床の視点を大切にする研修と研究を進めよう～
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私立幼稚園における学校評価

学校関係者評価を通して園の応援団に

（公財）全日私幼研究機構 研究研修委員長　安達　譲

　保護者や園の関係者（地域住民、地域の小学校長

等）に参観してもらう２学期の大きな行事は、園の

教職員にとってはいつもとは違う配慮が必要になっ

たり、少し緊張したりと、正直あまり嬉しいもので

はないかもしれません。

　しかし、見方を変えると、自園の良さや努力して

いることを理解してもらう絶好の機会と言えます。

このような機会に様々な方法で、園の状況、抱える

課題をオープンにすることで、理解が進み、様々な

支援を受けることができます。そして、同時に園に

対する信頼感は高まっていきます。

　原発問題のように隠すことでは信頼を得ることは

できません。「このような課題があるのでこのよう

に取り組んでいます。」と、率直に示すことが重要

だと思います。過去に行った調査では実際に関係者

評価に取り組んだ結果として次のような例が報告さ

れています。

　◦　 学校関係者評価委員に自治会の方になってい

ただいたことで、それまでうまくいかなかっ

た幼稚園の畑での野菜作りに対してアドバイ

スをしてもらえる近所の農家の方を紹介して

もらったり、地域の小学校の校長先生に委員

になっていただいたことで、幼稚園と小学校

の交流や連携が例年以上に活発になり、入学

への不安感を持つ親子が激減しました。

　◦　 自園の取り組み・保育内容を十分理解してい

ただける機会となりました。また、肯定的な

ご意見をたくさんいただき、自信と励みとな

りました。

　◦　 地域の方に「うちの地域の園」という気持ち

で園内へ足を運んでいただく機会が増えまし

た。園の菜園やお店屋さんごっこなどに取り

組む際には様々な形で協力していただき、今

まで、園のスタッフだけではできなかったこ

とができるようになりました。

　◦　 様々な角度からご意見をいただき、園の教職

員だけでは気付かなかった点に気付くことが

できました。その結果、今年の自己評価は昨

年の自己評価よりも客観性を高めることがで

きました。

　このように、学校関係者評価は保護者や地域住民

と幼稚園が園の現状と課題について共通理解を深

め、相互の連携を促し、園運営の改善への協力を促

進すること（園の応援団になっていただくこと）を

目的としたもので、決して園を点数化したり、ラン

ク付けするためのものではありません。

　まだまだ自己評価に比べると学校関係者評価に取

り組む園は少ないものの、取り組むことで様々な成

果が生まれているので、「来年度から」と先延ばし

するのではなく、行事の前後に少しの時間集まって

いただき、感想を聴いたり、気がついたことを書い

てもらったり等、できることから第一歩を踏み出す

ことが大切です。

（大阪府豊中市・せんりひじり幼稚園）
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１．なぜ保育の質のモニタリングが重要なのか

　多くのＯＥＣＤ諸国では、保育、幼児教育への公

的な投資を増加させています。公的資金を使うとい

うことはアカウンタビリティ（説明責任）というも

のが発生し、そのためのモニタリングが重要になり

ます。また、モニタリングは、保育システムがいか

によい効果を生んでいるかを理解する助けとなりま

す。そして、保育システム改善のためのインセンティ

ブをつくりだすことができます。さらに、モニタリ

ングは政策の設計と実施を助け、それらを強化する

こともできます。

２．モニタリングの実践

（１）サービスの質のモニタリング

　サービスの質のモニタリングの実践として一番多

いのが監査です。園の監査を専門とする監査官や機

関といった外部の評価者が行います。その次に多い

のが、自己評価です。

　これは、保育施設による内部評価で、現在普及し

つつある：ＩＴＥＲＳ （Infant Toddler Environment Rating 

Scale）， ＥＣＥＲＳ（Early Childhood Environment Rating 

Scale），ＱＲＩＳ（Quality Rating and Improvement Scale）

などの評価システムを利用することが多いです。そ

の他、調査もありますが、これらは保育施設の職員、

園所長、親に対して行われます。

（２）職員の質のモニタリング

　職員の質のモニタリングの実践としては観察がよ

く行われます。これは、外部の評価者によるもので

すが、職員の専門的能力をモニタリングし評価する

際、ポートフォーリオを用いることが多いです。職

員の質のモニタリングとしては、観察のほか、自己

評価、テスト、インタビュー、調査等が行われます。

自己評価の一般的な方法としては、質問紙への自己

報告、ポートフォーリオ、振り返りシート等が利用

されています。

（３） 子どもの発達／成果（outcomes）のモニタリ

ング

　子どもの発達や成果のモニタリングとしてテスト

を用いる国が増えていますが、子どもの場合、感情

的な側面や社会的な側面も重要であることから、客

観的に子どもの発達を測定するテストについては、

まだ作成段階の国が多いです。子どもの発達や成果

のモニタリングとして、観察もよく行われます。こ

れは保育者によって行われることがほとんどで、そ

の際、評価尺度やチェックリストがよく用いられま

す。

　また、ナラティブ・アセスメントも普及しつつあ

ります。この実践はニュージーランドで始まったも

のですが、一人ひとりの子どもの発達や成長を物語

として捉えようとするものです。子どもがやったこ

と、学んだこと、いくつかの作品、職員や子どもた

ちによる意見や感想が組み合わさり、時には親まで

も巻き込んで行われます。

（４）カリキュラムの実施のモニタリング

　カリキュラムの実施のモニタリングとしては、外

部の評価者により行われる監査があります。 多く

幼児教育国際シンポジウム報告⑤

田熊美保　ＯＥＣＤ教育局上級アナリスト／講演概要

東アジアの幼児教育改革動向～韓国・台湾の乳幼児教育改革に学ぶ

ＯＥＣＤからみる国際的な乳幼児保育教育動向（第２回）

（公財）全日私幼研究機構　研究研修副委員長　宮下友美惠
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は、現場や地域の状況に応じて国のカリキュラムが

適切に用いられているかどうかといったことが評価

の対象となっています。また、内部や外部の他の保

育者や園所長が、保育者のカリキュラムに関する知

識や実施について評価を行うピア評価や保育者自身

が行う自己評価などもあります。

３．モニタリング結果の利用方法

　モニタリング結果の利用方法は、その目的によっ

て違ってきます。アカウンタビリティ（説明責任）

を目的とする場合は、 実際に行ったことや決定事

項、支出パターンが正しかったことを示すのに利用

されます。また、質の向上を目的とする場合は、カ

リキュラムの質を高めたり、職員の実践、指導、知

識をよりよいものにしたりすることにつながってい

きます。そして、職員が何を学ぶべきか、子どもに

どのような支援が必要かといったニーズの把握にも

利用されます。このほか、政策立案のための情報提

供や保育施設や保育分野の成果についての一般の

人々への情報提供にも利用されます。

４．モニタリング結果の利用者

　モニタリング結果は様々な立場の人が利用しま

す。保育施設の職員は、子どもたちにより適切な支

援を行ったり研修のニーズを把握したりするために

利用します。保育施設に子どもを入れる親は、保育

施設を選んだり、子どもの発達をより理解したりす

るために用います。

　研究者は、保育の効果、保育システムの費用対効

果に関する研究を行うために用いたり、保育の影響

や子どもの発達に関する知識を広めるために用いた

りします。また、メディアは、一般の人々とモニタ

リングの結果を共有したり、人々の関心を保育に向

けたり、保育の重要性や改善の必要性に関する意識

を高めるために用いたりします。

５．モニタリングの効果／影響に関するエビデンス

　モニタリングの効果のひとつとしては、プログラ

ムの質を高めるということがあげられます。職員と

子ども間の相互のかかわりが改善できたり、保育室

の環境の改善ができたりします。プログラムの質の

改善により、子どもの発達に重要かつ意味深い影響

を与えることが期待できます。たとえば、読み書き

や数学の分野でのよりよい成果、協調能力の高まり、

暴力的行動の減少、就学後の学業成績の向上などで

す。

　また、モニタリングは、職員の実践の質を高める

こともできます。その結果、子どもの読み書きの

能力によい効果を与えることが、ニュージャージー

での研究で明らかになっています。モニタリングが

職員の専門性向上につながるのは、モニタリングに

よって職員が適切な研修を受けることが保障される

ためです。

　たとえば、ニューヨークやシカゴでは、モニタリ

ングを受けた結果、クラス運営に関する研修が必要

と指摘されたため、職員のためにクラス運営に関す

る研修を企画し実施しました。すると、子どもの問

題行動が減少し、社会情緒的な能力が高まったとい

うことが報告されています。

　職員が子どもの発達や成長を定期的に調べると、

調べていない場合に比べ、子どもたちがより多く

のことを学んでいることが明らかになりました。ま 

た、職員の意思決定能力が向上することも明らかに

なっています。

６�．�２０１３－２０１４年のモニタリング実行プログ

ラムについて

　ＯＥＣＤ諸 国 で は、 何（what） を ど う（how） 

するかといったモニタリングの実践に関する知識、

モニタリングの目的や効果に関する知識が乏しいと

いうことが言えます。国際的に比較可能なデータが

見当たらず、子どもが学び、育つ環境に関するデー

タには大きな空白があることも事実です。

　一定の期間のモニタリングおよびデータ収集は、

保育施設の質の水準や質の向上に関する知識構築に

大いに役立ちます。したがって、今後２年間の我わ

れの課題は、「質のモニタリング」と「保育のデー

タ収集」です。

 （静岡市・静岡豊田幼稚園）

★東アジアの幼児教育改革動向 
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平成２５年度　振興資料集①

○平成２５年度学校基本調査速報概要

幼稚園の現状

区 分
全 体 国 立 公 立 私 立

総 数 割 合 総 数 割 合 総 数 割 合 総 数 割 合

幼 稚 園 数 13,043 100.0% 49 0.4% 4,817 36.9% 8,177 62.7%

学 級 数 70,062 100.0% 231 0.3% 14,485 20.7% 55,346 79.0%

園

児

数

３歳児 440,542 100.0% 1,292 0.3% 42,599 9.7% 396,651 90.0%

うち
満３歳児 45,238 100.0% 0 0.0% 245 0.5% 44,993 99.5%

４歳児 554,327 100.0% 2,203 0.4% 103,467 18.7% 448,657 80.9%

５歳児 588,795 100.0% 2,290 0.4% 128,098 21.8% 458,407 77.9%

計 1,583,664 100.0% 5,785 0.4% 274,164 17.3% 1,303,715 82.3%

本務教員数 111,142 100.0% 360 0.3% 23,785 21.4% 86,997 78.3%

出典：文部科学省「平成２５年度学校基本調査速報」（平成２５年５月１日現在）

※　満３歳児の園児数は、前年度間に入園した平成２１年４月２日～２２年４月１日生まれの園児数である。

幼稚園の園数等の推移

区　分 幼稚園数

（Ａ）

在　園　児　数 教員数

（本務者）

（Ｃ）

本務教員
1 人あた
り園児数

（Ｂ／Ｃ）

幼 稚 園
修了者数

小学校第一
学年児童数
に 対 す る
幼稚園修了
者数の比率

うち私立
幼稚園数 計

（Ｂ）
３歳児 ４歳児 ５歳児

うち　　　
私立幼稚園
の在園児数

年度
昭和30

40
50
60

平成元
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

園
5,426
8,551

13,106
15,220
15,080
15,076
15,041
15,006
14,958
14,901
14,856
14,790
14,690
14,603
14,527
14,451
14,375
14,279
14,174
14,061
13,949
13,835
13,723
13,626
13,516
13,392
13,299
13,170
13,043

園
3,501
5,382
7,796
8,903
8,793
8,785
8,769
8,737
8,704
8,657
8,639
8,601
8,556
8,524
8,497
8,479
8,443
8,410
8,389
8,363
8,354
8,317
8,292
8,276
8,261
8,236
8,226
8,197
8,177

人
643,683

1,137,733
2,292,591
2,067,951
2,037,614
2,007,964
1,977,611
1,948,868
1,907,110
1,852,183
1,808,432
1,798,051
1,789,523
1,786,129
1,778,286
1,773,682
1,753,422
1,769,096
1,760,494
1,753,393
1,738,766
1,726,520
1,705,402
1,674,172
1,630,336
1,605,912
1,596,170
1,604,225
1,583,664

人
11,980
46,488

131,002
210,662
259,051
275,201
300,242
323,776
322,763
326,610
341,515
346,675
350,401
371,308
358,093
370,237
381,798
398,626
400,243
410,228
420,343
423,770
428,928
427,148
415,991
435,457
443,750
442,508
440,542

人
115,947
393,415
943,457
821,145
816,143
795,056
774,127
753,856
741,745
703,245
689,807
693,668
682,115
673,089
691,828
656,806
664,732
657,316
658,631
642,804
637,554
629,348
613,556
602,112
584,228
559,513
570,750
566,985
554,327

人
515,756
697,830

1,218,132
1,036,144

962,420
937,707
903,242
871,236
842,602
822,328
777,110
757,708
757,007
741,732
728,365
746,639
706,892
713,154
701,620
700,361
680,869
673,402
662,918
644,912
630,117
610,942
581,670
594,732
588,795

人
402,728
836,953

1,721,870
1,556,881
1,576,909
1,568,141
1,560,274
1,551,042
1,520,513
1,474,661
1,439,992
1,431,056
1,422,090
1,419,452
1,410,817
1,402,942
1,385,641
1,399,011
1,392,640
1,389,997
1,383,249
1,377,688
1,367,723
1,349,247
1,318,006
1,304,966
1,303,803
1,314,968
1,303,715

人
24,983
45,193
85,680
98,455

100,407
100,935
101,493
102,279
102,828
103,014
102,992
103,518
103,839
104,687
105,048
106,067
106,703
108,051
108,822
109,806
110,393
110,807
111,239
111,228
110,692
110,580
110,402
110,836
111,142

人
25.8
25.2
26.8
21.0
20.3
19.9
19.5
19.1
18.5
18.0
17.6
17.4
17.2
17.1
16.9
16.7
16.4
16.4
16.2
16.0
15.8
15.6
15.3
15.0
14.7
14.5
14.5
14.5
14.2

人
500,141
666,658

1,209,152
1,032,892

961,842
961,842
937,880
903,948
872,061
841,978
822,209
777,675
785,467
757,660
741,362
728,334
747,154
707,642
712,935
702,255
700,745
682,082
672,925
662,911
644,771
631,221
611,036
584,417
595,981

％
20.1
41.3
64.0
63.6
64.0
64.0
64.0
64.1
63.8
63.5
63.2
62.8
62.5
62.3
61.6
61.1
60.6
59.9
59.3
58.9
58.4
57.7
57.2
56.7
56.4
56.2
55.7
55.1
54.8

注）出典：文部科学省「学校基本調査」。平成２５年度は「速報値」。３歳児には満３歳児入園を含む。
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３歳児教育の普及状況の推移

区 分
幼　稚　園　数 在　園　児　数 ３ 歳 児 在 園 児 数

計 国 立 公 立 私 立 計 国 立 公 立 私 立 計 国 立 公 立 私 立

昭和60年度 15,220 48 6,269 8,903 2,067,951 6,609 504,461 1,556,881 210,662 988 4,645 205,029

61 15,189 48 6,267 8,874 2,018,523 6,593 481,109 1,530,821 222,677 985 4,974 216,718

62 15,156 48 6,263 8,845 2,016,224 6,600 470,454 1,539,170 232,398 999 5,563 225,836

63 15,115 48 6,251 8,816 2,041,820 6,606 467,611 1,567,603 246,770 1,000 5,594 240,176

平成元年度 15,080 48 6,239 8,793 2,037,614 6,557 454,148 1,576,909 259,051 980 5,738 252,333

2 15,076 48 6,243 8,785 2,007,964 6,581 433,242 1,568,141 275,201 981 5,625 268,595

3 15,041 48 6,224 8,769 1,977,611 6,630 410,707 1,560,274 300,242 983 6,096 293,163

4 15,006 49 6,220 8,737 1,948,868 6,613 391,213 1,551,042 323,776 1,032 7,037 315,707

5 14,958 49 6,205 8,704 1,907,110 6,740 379,857 1,520,513 322,763 1,102 8,424 313,237

6 14,901 49 6,195 8,657 1,852,183 6,786 370,736 1,474,661 326,610 1,119 10,838 314,653

7 14,856 49 6,168 8,639 1,808,432 6,778 361,662 1,439,992 341,515 1,120 13,236 327,159

8 14,790 49 6,140 8,601 1,798,051 6,827 360,168 1,431,056 346,675 1,124 15,784 329,767

9 14,690 49 6,085 8,556 1,789,523 6,803 360,630 1,422,090 350,401 1,132 17,957 331,312

10 14,603 49 6,030 8,524 1,786,129 6,823 359,854 1,419,452 371,308 1,167 21,339 348,802

11 14,527 49 5,981 8,497 1,778,286 6,911 360,558 1,410,817 358,093 1,181 23,804 333,108

12 14,451 49 5,923 8,479 1,773,682 6,889 363,851 1,402,942 370,237 1,207 28,131 340,899

13 14,375 49 5,883 8,443 1,753,422 6,819 360,962 1,385,641 381,798 1,188 33,270 347,340

14 14,279 49 5,820 8,410 1,769,096 6,804 363,281 1,399,011 398,626 1,203 36,867 360,556

15 14,174 49 5,736 8,389 1,760,494 6,718 361,136 1,392,640 400,243 1,229 39,307 359,707

16 14,061 49 5,649 8,363 1,753,393 6,626 356,770 1,389,997 410,228 1,210 41,311 367,707

17 13,949 49 5,546 8,354 1,738,766 6,572 348,945 1,383,249 420,343 1,217 42,800 376,326

18 13,835 49 5,469 8,317 1,726,520 6,531 342,301 1,377,688 423,770 1,237 43,082 379,451

19 13,723 49 5,382 8,292 1,705,402 6,457 331,222 1,367,723 428,928 1,270 42,987 384,677

20 13,626 49 5,301 8,276 1,674,172 6,374 318,551 1,349,247 427,148 1,265 42,702 383,181

21 13,516 49 5,206 8,261 1,630,336 6,315 306,015 1,318,006 415,991 1,278 42,104 372,609

22 13,392 49 5,107 8,236 1,605,912 6,215 294,731 1,304,966 435,457 1,310 43,436 390,711

23 13,299 49 5,024 8,226 1,596,170 6,044 286,323 1,303,803 443,750 1,308 43,663 398,779 

24 13,170 49 4,924 8,197 1,604,225 5,930 283,327 1,314,968 442,508 1,291 43,451 397,766 

25 13,043 49 4,817 8,177 1,583,664 5,785 274,164 1,303,715 440,542 1,292 42,599 396,651

注）出典：文部科学省「学校基本調査」。平成 25 年度は「速報値」。３歳児には満３歳児入園を含む。
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都　　道　　府　　県　　別

区 分
幼 稚 園 数 在　　園　　児　　数　　（１）

計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 ３歳

1 北 海 道 547 2 75 470 65,150 101 3,397 61,652 18,069

2 青 森 120 1 8 111 8,150 86 216 7,848 2,365

3 岩 手 142 1 57 84 11,961 125 2,291 9,545 3,385

4 宮 城 282 1 97 184 33,272 143 4,739 28,390 7,649

5 秋 田 93 1 18 74 7,375 148 818 6,409 2,119

6 山 形 109 1 18 90 11,285 98 945 10,242 3,077

7 福 島 344 1 193 150 25,257 74 8,320 16,863 5,828

8 茨 城 366 1 169 196 38,434 126 9,758 28,550 9,956

9 栃 木 198 1 5 192 30,519 159 299 30,061 9,621

10 群 馬 207 1 83 123 21,502 139 5,707 15,656 6,727

11 埼 玉 626 1 61 564 114,030 85 4,270 109,675 32,503

12 千 葉 569 1 141 427 93,296 151 10,141 83,004 25,769

13 東 京 1039 2 189 848 172,467 361 14,055 158,051 52,819

14 神 奈 川 724 0 55 669 141,407 0 3,941 137,466 38,748

15 新 潟 155 2 41 112 15,001 126 2,529 12,346 4,723

16 富 山 89 1 31 57 6,891 103 1,507 5,281 2,168

17 石 川 73 1 7 65 8,086 116 196 7,774 2,622

18 福 井 125 1 90 34 5,016 102 1,984 2,930 1,407

19 山 梨 74 1 4 69 6,633 102 319 6,212 2,099

20 長 野 119 1 12 106 13,095 105 794 12,196 4,228

21 岐 阜 188 0 83 105 22,861 0 4,360 18,501 7,122

22 静 岡 511 1 265 245 60,884 130 20,751 40,003 19,298

23 愛 知 521 1 91 429 97,842 136 10,712 86,994 31,559

24 三 重 254 1 193 60 19,650 132 8,678 10,840 5,121

25 滋 賀 193 1 159 33 19,214 159 15,408 3,647 4,779

26 京 都 229 1 67 161 28,815 140 4,173 24,502 8,732

27 大 阪 774 1 341 432 119,145 148 24,362 94,635 31,014

28 兵 庫 698 2 448 248 70,989 254 24,894 45,841 13,906

29 奈 良 202 2 157 43 17,282 284 10,862 6,136 4,206

30 和 歌 山 106 0 60 46 8,298 0 2,336 5,962 2,488

31 鳥 取 35 1 7 27 4,087 88 264 3,735 1,267

32 島 根 108 1 91 16 4,244 68 3,687 489 1,155

33 岡 山 330 1 294 35 19,623 144 13,670 5,809 3,870

34 広 島 305 2 97 206 33,779 199 3,807 29,773 9,933

35 山 口 202 1 60 141 16,395 117 2,116 14,162 4,781

36 徳 島 189 1 176 12 7,562 134 6,037 1,391 500

37 香 川 175 1 139 35 14,177 136 8,472 5,569 4,216

38 愛 媛 185 1 77 107 18,374 142 3,272 14,960 5,770

39 高 知 56 1 24 31 4,259 122 1,029 3,108 1,220

40 福 岡 491 1 61 429 68,024 78 4,113 63,833 20,106

41 佐 賀 106 1 11 94 9,431 83 783 8,565 2,812

42 長 崎 175 1 44 130 13,833 144 1,507 12,182 3,648

43 熊 本 145 1 33 111 16,067 123 2,301 13,643 4,937

44 大 分 216 1 141 74 12,433 156 3,712 8,565 2,534

45 宮 崎 134 1 17 116 10,409 129 462 9,818 2,929

46 鹿 児 島 240 1 88 151 19,337 89 2,581 16,667 5,398

47 沖 縄 274 0 239 35 17,823 0 13,589 4,234 1,359

総計 （ 全 国 ） 13,043 49 4,817 8,177 1,583,664 5,785 274,164 1,303,715 440,542 

※前年度間入園の在園児数は、平成 24 年度間に満３歳児入園した人数である。

※出典：平成 25 年度学校基本調査速報（平成 25 年 5 月 1 日現在）
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幼　　稚　　園　　の　　現　　状
（平成２５年５月１日現在「学校基本調査速報」）

在　園　児　数　（２）　 教　　員　　数　　（本務者） 小学校第一学
年児童数（Ａ）

幼稚園修了者数
（Ｈ 25．３）（Ｂ）

就園率 
（Ｂ / Ａ）左記のうち前年

度間入園（内数） ４歳 ５歳 計 国立 公立 私立

2,318 23,185 23,896 5,077 10 489 4,578 42,054 24,479 58.2%

780 2,829 2,956 791 7 36 748 10,365 3,190 30.8%

656 4,182 4,394 941 7 268 666 10,498 4,575 43.6%

629 12,470 13,153 2,394 7 557 1,830 19,824 13,102 66.1%

414 2,534 2,722 678 10 82 586 7,729 2,930 37.9%

690 4,012 4,196 1,004 7 87 910 9,474 4,361 46.0%

995 9,454 9,975 2,189 5 779 1,405 15,595 10,285 66.0%

998 13,858 14,620 2,736 8 853 1,875 25,633 15,264 59.5%

2,139 10,247 10,651 2,539 8 29 2,502 17,380 10,731 61.7%

1,301 7,356 7,419 1,820 7 524 1,289 17,441 7,521 43.1%

1,005 40,134 41,393 7,168 6 314 6,848 62,759 42,212 67.3%

816 33,208 34,319 5,532 7 777 4,748 53,267 35,251 66.2%

1,441 59,327 60,321 10,793 32 853 9,908 98,598 60,378 61.2%

661 50,355 52,304 8,320 0 263 8,057 77,705 52,748 67.9%

989 5,056 5,222 1,408 11 235 1,162 19,193 5,471 28.5%

519 2,338 2,385 615 7 128 480 8,929 2,554 28.6%

893 2,681 2,783 707 8 28 671 10,200 2,744 26.9%

445 1,565 2,044 494 7 180 307 7,267 2,137 29.4%

269 2,206 2,328 598 6 30 562 7,147 2,312 32.3%

424 4,355 4,512 1,048 7 88 953 18,919 4,479 23.7%

1,259 7,498 8,241 1,866 0 561 1,305 18,537 8,619 46.5%

1,975 20,378 21,208 4,354 7 1,668 2,679 32,896 21,135 64.2%

3,079 32,903 33,380 5,693 6 754 4,933 69,448 33,023 47.6%

720 7,054 7,475 1,595 8 882 705 16,309 7,783 47.7%

40 7,147 7,288 1,769 8 1,467 294 13,874 7,578 54.6%

907 9,779 10,304 2,240 7 355 1,878 21,956 10,830 49.3%

1,526 43,298 44,833 7,618 9 1,863 5,746 74,737 44,969 60.2%

1,020 27,276 29,807 4,884 14 1,990 2,880 49,271 30,201 61.3%

180 6,274 6,802 1,475 17 999 459 11,988 6,951 58.0%

474 2,842 2,968 708 0 270 438 7,945 3,020 38.0%

451 1,335 1,485 424 7 40 377 5,006 1,481 29.6%

48 1,453 1,636 536 7 466 63 6,060 1,820 30.0%

383 7,587 8,166 1,527 9 1,149 369 17,114 8,220 48.0%

1,307 11,726 12,120 2,324 12 340 1,972 25,363 12,005 47.3%

1,004 5,720 5,894 1,220 7 207 1,006 11,616 5,823 50.1%

54 3,211 3,851 824 10 684 130 6,153 4,021 65.4%

458 4,926 5,035 1,180 8 791 381 8,618 5,151 59.8%

1,111 6,206 6,398 1,394 8 316 1,070 11,813 6,454 54.6%

211 1,498 1,541 427 6 126 295 5,871 1,585 27.0%

4,125 23,531 24,387 4,821 5 328 4,488 45,725 23,694 51.8%

881 3,361 3,258 744 6 65 673 7,838 3,251 41.5%

1,118 5,002 5,183 1,230 7 135 1,088 12,184 5,333 43.8%

1,124 5,393 5,737 1,116 7 188 921 16,142 5,659 35.1%

432 3,917 5,982 1,004 7 384 613 10,121 6,327 62.5%

1,114 3,585 3,895 805 7 46 752 10,183 3,700 36.3%

1,630 6,777 7,162 1,350 4 228 1,118 15,141 7,364 48.6%

225 3,298 13,166 1,162 0 883 279 16,594 13,260 79.9%

45,238 554,327 588,795 111,142 360 23,785 86,997 1,088,480 595,981 54.8%
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東日本大震災により被災した幼児児童生徒の

学校における受入れ状況について（平成２５年５月１日現在）

○ 各国立大学附属学校、各都道府県・指定都市教育委員会、各私立学校に対し、

平成２５年５月１日現在で、被災幼児児童生徒の学校における受入れ状況を調査

したもの。

① 震災の影響により、震災前の居住地とは別の学校で受け入れた幼児児童生

徒の数は ２３，６９３人（同一県内での受入れ数を含む）

② ①のうち、岩手、宮城、福島の３県の幼児児童生徒で、他の都道府県の学

校において受け入れた数は １２，８０３人

岩手県から受け入れた数 宮城県から受け入れた数 福島県から受け入れた数 ３県合計

うち事実上の

就学（園）

うち事実上の

就学（園）

うち事実上の

就学（園）
合計

33 6 180 16 1,687 131 1,900

201 1 752 4 6,126 31 7,079

64 2 363 0 2,121 11 2,548

45 0 175 0 983 4 1,203

中等教育学校 0 0 0 0 10 0 10

前期課程 0 0 0 0 9 0 9

後期課程 0 0 0 0 1 0 1

特別支援学校 0 0 4 1 59 0 63

幼稚部 0 0 0 0 2 0 2

小学部 0 0 2 1 23 0 25

中学部 0 0 0 0 19 0 19

高等部 0 0 2 0 15 0 17

343 9 1,474 21 10,986 177 12,803

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

計

15 1 752 59 2,724 241 3,491

32 0 13,035 6,274 44 55 0 13,122

19 0 4,974 2,565 13 54 0 5,047

0 0 1,443 2 440 4 1,883

中等教育学校 1 0 7 0 0 2 0 10

前期課程 0 0 7 0 2 0 9

後期課程 1 0 0 0 0 0 1

特別支援学校 1 0 139 26 1 0 0 140

幼稚部 0 0 2 0 0 0 2

小学部 0 0 57 13 1 0 0 57

中学部 0 0 36 10 0 0 0 36

高等部 1 0 44 0 0 0 45

68 1 20,350 8,865 119 3,275 245 23,693

うち

区域外就学

合計

国立大学附属学校

での受入れ数

公立学校

での受入れ数

私立学校

での受入れ数

うち事実上の

就学（園）

うち事実上の

就学（園）

うち事実上の

就学（園）

計

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

 1 
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sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

特集　東日本大震災 資料：文部科学省
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③ ①のうち、岩手県、宮城県、福島県において、各県内の学校から受け入れ

た数は以下のとおり

※ 区域外就学：公立の小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部における

受入れのみ（学校教育法施行令第９条又は学校教育法施行令第１７条に

基づくもの）

※ 事実上の就学：転入学（園）等の手続は行っていないが、授業等に参加している者

87 59 183 57 948 14 1,218

505 79 0 1,758 320 0 2,942 2,556 0 5,205

209 47 0 624 104 0 1,459 1,333 0 2,292

85 1 51 0 459 0 595

中等教育学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前期課程 0 0 0 0 0 0 0

後期課程 0 0 0 0 0 0 0

特別支援学校 7 0 0 4 1 0 56 3 0 67

幼稚部 0 0 0 0 0 0 0

小学部 3 0 0 1 1 0 24 0 0 28

中学部 1 0 0 1 0 0 11 0 0 13

高等部 3 0 2 0 18 0 23

893 126 60 2,620 425 57 5,864 3,892 14 9,377

うち

区域外

就学

うち

区域外

就学

うち

区域外

就学

３県合計

宮城県において、

県内の学校から受け入れた

数

岩手県において、

県内の学校から受け入れた

数

福島県において、

県内の学校から受け入れた数

うち

事実上の

就学（園）

うち

事実上の

就学（園）

うち

事実上の

就学（園）

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

計

 2 
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表１　震災の影響により震災前の居住地とは別の学校において受け入れた幼児児童生徒の数【国公私立別・学校種合計】

※同一県内における受入れ数を含む（表３参照）。

※幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校（幼・小・中・高）における受入れ数。

※公立学校の受入れ数には、指定都市における受入れ数を含む。

※私立学校の受入れ数には株式会社立学校における受入れ数を含む。

（平成25年5月1日現在）

都道府県名

1 北海道 8 612 178 1 119 15 739

2 青森県 185 54 22 4 207

3 岩手県 1 1019 183 4 132 72 1152

4 宮城県 11 3448 852 11 381 66 3840

5 秋田県 1 250 126 46 297

6 山形県 16 1106 681 397 1519

7 福島県 5138 3922 15 798 5936

8 茨城県 561 359 15 62 623

9 栃木県 467 224 113 580

10 群馬県 1 227 131 2 20 248

11 埼玉県 865 352 10 132 31 997

12 千葉県 517 263 4 75 12 592

13 東京都 2 857 270 143 5 1002

14 神奈川県 601 154 8 62 10 663

15 新潟県 3 1115 541 6 188 1306

16 富山県 53 17 8 61

17 石川県 80 30 3 83

18 福井県 51 20 51

19 山梨県 110 41 47 157

20 長野県 9 195 49 13 29 2 233

21 岐阜県 65 14 7 2 72

22 静岡県 2 160 39 1 14 176

23 愛知県 3 231 28 9 25 259

24 三重県 153 18 1 12 165

25 滋賀県 67 8 7 74

26 京都府 3 188 67 22 3 213

27 大阪府 2 295 19 2 26 4 323

28 兵庫県 222 22 23 7 245

29 奈良県 1 62 12 1 11 1 74

30 和歌山県 20 5 7 27

31 鳥取県 26 1 4 30

32 島根県 28 10 1 1 29

33 岡山県 1 265 21 2 22 288

34 広島県 124 10 12 3 136

35 山口県 33 8 4 37

36 徳島県 15 2 15

37 香川県 45 9 3 48

38 愛媛県 2 54 8 18 4 74

39 高知県 1 1 35 8 44

40 福岡県 134 27 62 196

41 佐賀県 1 49 9 17 67

42 長崎県 34 12 9 1 43

43 熊本県 94 11 76 170

44 大分県 75 20 2 13 88

45 宮崎県 49 4 4 8 57

46 鹿児島県 66 8 1 14 2 80

47 沖縄県 304 26 7 73 377

合計 68 1 20350 8865 119 3275 245 23693

○指定都市の公立学校における受入れ数（表１の内数）

指定都市名

うち

区域外就

学

うち

事実上の

就学（園）

48 札幌市 337 107

49 仙台市 1090 242

50 さいたま市 127 49

51 千葉市 75 37

52 川崎市 79 11

53 横浜市 256 35 5

54 相模原市 23 23

55 新潟市 434 162

56 静岡市 12 5

57 浜松市 20 4

58 名古屋市 72 8

59 京都市 128 59

60 大阪市 70

61 堺市 53

62 神戸市 69

63 岡山市 143 10

64 広島市 77 10

65 北九州市 23 6

66 福岡市 30 9

67 熊本市 49 9

うち

事実上の

就学（園）

うち

区域外就学

公立学校で

の受入れ

数

うち

事実上の

就学（園）

私立学校

での受入れ数

合計

公立学校

での受入れ数

国立大学附属学校

での受入れ数

うち

事実上の

就学（園）

 3 
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※幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校（幼・小・中・高）における受入れ数。

※都道府県の受入れ数には、指定都市の公立学校における受入れ数を含む。

都道府県名

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

1 北海道 22 2 155 1 487 11 664 14

2 青森県 17 1 55 1 132 1 204 3

3 岩手県 123 6 133 10 256 16

4 宮城県 45 1133 19 1178 19

5 秋田県 11 66 218 295

6 山形県 8 74 1431 1513

7 福島県 1 20 1 21 1

8 茨城県 5 12 604 15 621 15

9 栃木県 15 27 525 567

10 群馬県 3 12 232 2 247 2

11 埼玉県 19 1 59 908 38 986 39

12 千葉県 21 1 51 1 501 13 573 15

13 東京都 27 130 1 823 4 980 5

14 神奈川県 23 1 82 1 536 14 641 16

15 新潟県 4 26 1270 6 1300 6

16 富山県 1 8 44 53

17 石川県 1 14 57 72

18 福井県 3 7 40 50

19 山梨県 6 127 133

20 長野県 6 11 2 163 7 180 9

21 岐阜県 4 10 1 47 61 1

22 静岡県 2 41 126 1 169 1

23 愛知県 11 56 163 9 230 9

24 三重県 45 14 56 1 115 1

25 滋賀県 12 45 57

26 京都府 6 28 149 3 183 3

27 大阪府 3 75 2 191 3 269 5

28 兵庫県 4 1 41 116 6 161 7

29 奈良県 12 1 32 44 1

30 和歌山県 7 8 15

31 鳥取県 3 23 26

32 島根県 5 20 1 25 1

33 岡山県 4 14 89 2 107 2

34 広島県 3 20 74 2 97 2

35 山口県 6 29 35

36 徳島県 7 7

37 香川県 1 5 21 27

38 愛媛県 3 15 2 26 1 44 3

39 高知県 3 3 20 26

40 福岡県 1 49 61 111

41 佐賀県 7 25 32

42 長崎県 1 3 24 28

43 熊本県 3 22 34 59

44 大分県 8 13 31 2 52 2

45 宮崎県 5 2 13 29 2 47 4

46 鹿児島県 4 31 1 35 1

47 沖縄県 4 58 1 145 3 207 4

合計 343 9 1474 21 10986 177 12803 207

○指定都市の公立学校における受入れ数（表２の内数）

指定都市名

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

うち事実上

の就学（園）

48 札幌市 5 83 222 310

49 仙台市 18 449 467

50 さいたま市 3 10 114 127

51 千葉市 2 5 63 70

52 川崎市 2 10 65 77

53 横浜市 11 1 41 200 4 252 5

54 相模原市 2 21 23

55 新潟市 2 12 416 430

56 静岡市 6 6 12

57 浜松市 7 12 19

58 名古屋市 17 48 8 65 8

59 京都市 2 15 89 106

60 大阪市 1 16 45 62

61 堺市 2 6 39 47

62 神戸市 6 34 40

63 岡山市 9 26 35

64 広島市 2 15 46 63

65 北九州市 3 15 18

66 福岡市 5 6 11

67 熊本市 2 6 12 20

表２　岩手、宮城、福島の３県の幼児児童生徒で、他の都道府県の学校において受け入れた数【国公私立合計・学校種合計】

福島県から

受け入れた数

岩手県から

受け入れた数

宮城県から

受け入れた数

３県合計

岩手県から

受け入れた数

宮城県から

受け入れた数

福島県から

受け入れた数

３県合計

 4 
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表３　岩手・宮城・福島の３県以外から受け入れた数、都道府県内の学校から受け入れた数【国公私立合計・学校種合計】

※幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校（幼・小・中・高）における受入れ数。

※都道府県の受入れ数には、指定都市の公立学校における受入れ数を含む。

（平成25年5月1日現在）

都道府県名

事実上の

就学（園）

事実上の

就学（園）

1 北海道 75 2

2 青森県 3 1

3 岩手県 3 893 60

4 宮城県 42 1 2620 57

5 秋田県 2

6 山形県 6

7 福島県 51 5864 14

8 茨城県 1 1

9 栃木県 2 11

10 群馬県 1

11 埼玉県 10 2 1

12 千葉県 10 1 9

13 東京都 22

14 神奈川県 22 2

15 新潟県 6

16 富山県 8

17 石川県 11

18 福井県 1

19 山梨県 24

20 長野県 51 6 2

21 岐阜県 11 1

22 静岡県 7

23 愛知県 29

24 三重県 50

25 滋賀県 17

26 京都府 30

27 大阪府 54 1

28 兵庫県 84

29 奈良県 30 1

30 和歌山県 12

31 鳥取県 4

32 島根県 4

33 岡山県 175 6

34 広島県 38 1 1

35 山口県 2

36 徳島県 8

37 香川県 21

38 愛媛県 30 1

39 高知県 18 1

40 福岡県 80 5

41 佐賀県 35

42 長崎県 15 1

43 熊本県 111

44 大分県 35 1

45 宮崎県 9 1

46 鹿児島県 42 2 3

47 沖縄県 170 3

合計 1472 26 9418 132

○指定都市の公立学校における受入れ数（表３の内数）

指定都市名
事実上の

就学（園）

事実上の

就学（園）

48 札幌市 26

49 仙台市 28 595

50 さいたま市

51 千葉市 5

52 川崎市 2

53 横浜市 4

54 相模原市

55 新潟市 4

56 静岡市

57 浜松市 1

58 名古屋市 7

59 京都市 22

60 大阪市 8

61 堺市 6

62 神戸市 29

63 岡山市 108

64 広島市 13

65 北九州市 5

66 福岡市 19

67 熊本市 29

岩手・宮城・福島の３県以外から

受け入れた数

都道府県内から

受け入れた数

岩手・宮城・福島の３県以外から

受け入れた数

都道府県内から

受け入れた数

 5 
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表６　震災の影響により、震災前の居住地とは別の学校において受け入れた幼児児童生徒の数（私立学校）【学校種別】

※同一県内における受入れ数を含む。

※株式会社立学校における受入れ数を含む。

（平成25年5月1日現在）

都道府県名 幼稚園 小学校 中学校 高等学校  中等教育学校 特別支援学校 合計

計 前期課程 後期課程 計 幼稚部 小学部 中学部 高等部

1 北海道 91 4 5 19 119

2 青森県 17 5 22

3 岩手県 107 6 19 132

4 宮城県 371 1 9 381

5 秋田県 42 4 46

6 山形県 372 25 397

7 福島県 662 10 7 119 798

8 茨城県 50 1 1 10 62

9 栃木県 99 1 13 113

10 群馬県 18 2 20

11 埼玉県 121 1 10 132

12 千葉県 55 1 1 18 75

13 東京都 84 1 7 51 143

14 神奈川県 44 1 4 13 62

15 新潟県 155 1 32 188

16 富山県 5 1 2 8

17 石川県 1 2 3

18 福井県

19 山梨県 30 1 1 15 47

20 長野県 25 3 1 29

21 岐阜県 7 7

22 静岡県 11 1 2 14

23 愛知県 17 1 7 25

24 三重県 6 3 3 12

25 滋賀県 3 2 1 1 7

26 京都府 9 6 2 5 22

27 大阪府 16 2 8 26

28 兵庫県 17 3 3 23

29 奈良県 6 2 3 11

30 和歌山県 5 2 7

31 鳥取県 3 1 4

32 島根県 1 1

33 岡山県 15 1 4 2 2 22

34 広島県 8 1 3 12

35 山口県 4 4

36 徳島県

37 香川県 2 1 3

38 愛媛県 17 1 18

39 高知県 6 1 1 8

40 福岡県 54 1 2 5 62

41 佐賀県 15 2 17

42 長崎県 9 9

43 熊本県 64 12 76

44 大分県 10 3 13

45 宮崎県 7 1 8

46 鹿児島県 9 3 2 14

47 沖縄県 54 14 1 4 73

合計 2724 55 54 440 2 2 3275

 8 
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◆
政

府
 子

ど
も

・
子
育
て
会
議

 

 

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
 (
第

5
回
会
合
) 
が
開
催
さ
れ
る
 

基
本
指
針
(案

)が
了
承
さ
れ
る
 

  

平
成

25
年

7
月

26
日

(金
)、

政
府

の
子
ど

も
・
子

育
て
会

議
第

5
回
会

合
が
開

催
さ
れ

、
全
日

私
幼
連

か

ら
【

北
條
泰

雅
】

副
会
長
が

出
席
し

ま
し
た

。
当
日

は
議

事
次
第
よ

り
①
基

本
指
針

②
保
育
の
必

要
性
の
認

定

③
確

認
制
度

に
つ
い

て
説
明

と
審
議

が
行
わ

れ
ま
し

た
。
 

 議
題

に
入

り
、
北

條
委
員

は
「

多
く
の
委

員
が
発

言
し
て

い
る
と

お
り

、
子
ど
も

・
子
育

て
支
援

法
に
基

づ

く
基

本
指
針

(案
)に

つ
い
て

は
、
当

初
、
偏

っ
た
内

容
と

な
ら
な
い

か
危

惧
し
て
い

た
が
、
子
ど
も

の
最
善

の

利
益

や
子
育

て
の

第
一
義
的

責
任
を

保
護
者

が
有
す

る
こ

と
、
子
ど

も
の
よ

り
よ
い

育
ち
を
実
現

す
る
こ
と

な

ど
を

目
的
と

す
る
と

の
文
言

が
含
ま

れ
る
な

ど
、
満

足
が
い

く
も
の

と
な
っ

た
。」

な
ど

の
発
言

を
し

ま
し

た
。 

 ◎
そ
の
他

の
意
見

 

【
宮

下
委
員

】
子
ど

も
・
子

育
て
支

援
法
に

基
づ
く

基
本

指
針

(案
)に

意
見

し
続
け

た
こ
と
が
反
映

さ
れ
た

こ

と
に
感

謝
す
る

。
 

【
荒

木
委
員

】
子
ど

も
・
子

育
て
支

援
法
に

基
づ
く

基
本

指
針

(案
)は

大
変

丁
寧
に

書
か
れ
て
お
り

、
内
容

に

つ
い
て

評
価
す

る
。
 

【
秋

田
委
員

】
調

査
票
の
イ

メ
ー
ジ

に
つ
い

て
、
質

問
の

項
目
が
必

要
性
に

応
じ
て

色
分
け
が
さ

れ
た
の
は

評

価
で
き

る
。
 

【
清

原
委
員

】
基

本
指
針
が

こ
の
時

期
に
取

り
ま
と

め
ら

れ
る
こ
と

は
あ
り

が
た
い

。
今
後
、
自

治
体
で
関

係

者
の
議

論
が
活

発
化
し

、
し
っ

か
り
と

し
た
準

備
が
で

き
る
と

期
待
し

て
い
る

。
 

 今
回

の
子

ど
も
・

子
育
て

会
議

に
お
い
て

、
基
本

指
針

(案
)は

一
部

修
正

を
座
長

に
一
任

と
し
た

う
え
で

承

認
が

な
さ
れ

ま
し

た
。
今
後

は
修
正

さ
れ
た

基
本
指

針
を

踏
ま
え
た

う
え
で

、
各
自

治
体
で
子
ど

も
・
子
育

て

支
援

事
業
計

画
作

成
が
進
む

こ
と
と

な
り
ま

す
。
各

都
道

府
県
の
関

係
者
皆

様
に
お

い
て
は
、
地

方
版
の
子

ど

も
・

子
育
て

会
議

に
お
い
て

も
基
本

指
針
の

理
念
が

踏
ま

え
ら
れ
る

よ
う
に

積
極
的

に
会
議
に
参

加
を
い
た

だ

№
 3
0
号
・
平
成

25
年

8
月

2
日

全
日

私
幼

連
広

報
委

員
会

Ma
il

：
in

fo
@y

ou
ch

ie
n.

co
m

全
日
私
幼
連

 
き
ま

す
よ
う

お
願
い

い
た
し

ま
す
。

 

 会
議

で
は
議

事
②

以
降
に

つ
い

て
も
議

論
が

行
わ

れ
、

多
く

の
委

員
よ

り
様

々
な

意
見
が
出

さ
れ

ま
し

た

が
、
今

号
は
取

り
急
ぎ

上
記
の

内
容
を

中
心
に

ご
報
告

さ
せ
て

い
た
だ

き
ま
す

。
  

 

 ●
子

ど
も
・

子
育
て

会
議
基

準
検
討

部
会

(第
3
回
会
合

) 
 

 平
成

25
年

7
月

25
日

(木
)、

政
府
の
子

ど
も
・

子
育
て

会
議
基

準
検
討

部
会
第

3
回
会
合

が
開
催

さ
れ
、

全
日

私
幼
連

か
ら

【
北
條
泰

雅
】
副

会
長
が

出
席
し

ま
し

た
。
当
日

は
議
事

次
第
よ

り
①
小
規
模

保
育

事
業
②

地
域

子
ど
も

・
子

育
て
支
援

事
業
③

幼
保
連

携
型
認

定
こ

ど
も
園
の

認
可
基

準
④
確

認
制
度
に
つ

い
て

説
明
と

審
議

が
行
わ

れ
ま
し

た
。
 

 議
題

に
入

り
、
北

條
委
員

は
「

地
域
子
ど

も
・
子

育
て
支

援
事
業

に
つ

い
て
、
質

の
向
上
が

は
か

ら
れ
る
内

容
が

含
ま
れ

概
ね

賛
成
。
し

か
し
、

エ
ン
ゼ

ル
プ
ラ

ン
以

降
、
子
ど

も
を
取

り
巻
く

環
境
は
必
ず

し
も

良
く
な

っ
て

い
る
と

は
言
え

な
い
た

め
、
子
ど
も

の
立
場

に
立
つ

の
で
あ

れ
ば
、
11
～
13

時
間

が
開
所

時
間
を

示
す
も

の
で

あ
れ
ば

い
い
と

し
て
も

、
保
育

時
間
と

し
て
は

8
時
間
保

育
に
戻

す
努
力

が
必
要

で
あ
り

、
延
長

保
育
事

業
の

量
的
拡

大
に

は
反
対
で

あ
る
。

病
児
・

病
後
児

保
育

は
就
労
支

援
で
は

な
く
、

子
ど
も
の
安

全
を

第
一
と

い
う

考
え
で

あ
れ

ば
賛
成
で

あ
る
が

、
無
制

限
に
行

う
の

で
は
な
く

子
ど
も

が
病
気

の
と
き
は
親

が
対

応
を
で

き
る

よ
う
に

す
る

こ
と
を
前

提
と
す

る
べ
き

で
あ
る

。
幼

保
連
携
型

認
定
こ

ど
も
園

の
認
可
基
準

に
つ

い
て
、

園
長

資
格
は

幼
保

の
両
方
の

免
許
資

格
が
必

要
と
の

多
数

意
見
に
賛

成
で
あ

る
。
既

存
施
設
の
移

行
の

場
合
の

特
例

に
つ
い

て
、

３
党
合
意

に
よ
る

修
正
前

は
、
総

合
こ

ど
も
園
へ

の
移
行

が
義
務

づ
け
さ
れ
て

い
た

た
め
、

特
例

の
必
要

性
が

高
か
っ
た

が
、
３

党
合
意

の
結
果

、
幼

保
連
携
型

認
定
こ

ど
も
園

へ
の
以
降
は

義
務

づ
け
ら

れ
な

い
こ
と

と
な

っ
た
た
め

、
特
例

の
必
要

性
は
低

く
、

設
け
る
と

し
て
も

終
期
を

設
定
す
べ
き

。
調

理
室
の

設
置

に
つ
い

て
、

お
弁
当
を

も
っ
て

く
る
権

利
を
奪

う
こ

と
の
な
い

よ
う
に

す
る
と

と
も
に
、
子

ど
も

一
人
あ

た
り

の
自
園

調
理

の
単
価
を

示
し
て

い
た
だ

き
た
い

。
確

認
制
度
に

つ
い
て

、
資
料

中
「
保
育
の

必
要

な
子
ど

も
」「

保
育
の

必
要
の

な
い
子

ど
も
」
と
い

っ
た
記

述
が
あ

る
が
、
法
律

の
条
文

に
則
し

た
記
述
（
家

庭
で
保

育

を
受

け
る
こ

と
が
困

難
）
に

改
め
る

べ
き
」

な
ど
の

発
言
を

し
ま
し

た
。
 

 

◎
そ
の
他

の
意
見

 

【
宮

下
委
員

】
小

規
模
保
育

事
業
に

つ
い
て

、
連
携

施
設

は
子
ど
も

の
豊
か

な
育
ち

の
た
め
に

必
要
で

あ
る
。

地
域

子
ど
も
・

子
育
て

支
援
事

業
の
拡

大
は

非
常
に
期

待
さ
れ

て
い
る

が
、
幼
稚

園
で
行

っ
て
い

る
子
育
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て
支

援
も
な
ん

ら
か
の

形
で
位

置
づ
け

て
欲

し
い
。
ま

た
、
幼

稚
園
で

行
っ
て
い

る
預
か

り
保
育

を
一
時

預
か
り

事
業
と

し
て
位

置
づ
け

て
欲
し

い
。
 

【
荒

木
委
員

】
地

域
子
ど
も

・
子
育

て
支
援

事
業
に

つ
い

て
、
幼
稚

園
で
は

小
規
模

で
は
あ
る
が

地
域

の
子
ど

も
た

ち
の
た
め

に
子
育

て
支
援

の
活
動

を
お

こ
な
っ
て

い
る
た

め
、
地

域
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
中

で
き
ち

ん
と
位

置
づ
け

て
い
た

だ
き
た

い
。
 

【
秋

田
委
員

】
地

域
子
ど
も

・
子
育

て
支
援

事
業
に

つ
い

て
、
幼
稚

園
に
お

け
る
子

育
て
支
援
活

動
と

子
育
て

支
援

事
業
が
次

回
以
降

の
検
討

と
な
っ

て
い

る
。
幼
稚

園
は
地

域
子
ど

も
・
子
育

て
支
援

事
業
と

別
で
考

え
る

と
い
う
こ

と
で
は

な
く
、

子
ど
も

・
子

育
て
を
全

体
で
考

え
た
と

き
の
位
置

づ
け
を

検
討
す

る
必
要

が
あ

る
と
思
わ

れ
る
。

幼
保
連

携
型
認

定
こ

ど
も
園
の

認
可
基

準
の
園

長
資
格
に

つ
い
て

、
幼
保

の
両
方

の
免
許

資
格
が

必
要
で

あ
る
。
学

級
編
成

に
つ
い

て
は

30
人

学
級
の

実
現
を

検
討
い

た
だ
き

た
い
。
運
動

場
に

つ
い
て
は

、
子
ど

も
が
自

ら
を
取

り
巻

く
環
境
と

し
て
利

用
し
、

探
究
心
を

は
ぐ
く

む
た
め

に
不
可

欠
。
 

 

〔
今
号
は

３
枚
〕

   

※
都
道
府

県
団
体
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、

お
手

数
で
す

が
本
紙

を
加
盟
園

へ
ご

伝
達
く

だ
さ
い

ま
す
よ
う

お
願
い
申
し

あ
げ
ま

す
。

※
子
ど
も

・
子
育
て
会

議
に
関
し
ま
し
て

ご
意

見
が
あ

り
ま
し

た
ら
全
日

私
幼

連
宛
に

FA
X
ま

た
は
メ
ー

ル
で
お
寄
せ

く
だ
さ

い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
：

03
-3
26
3-
70
38

 
メ
ー
ル
：
in

fo
@y
ou

ch
ie
n.
co
m 

※
子
ど
も

子
育
て
会
議

の
資
料
は
下
記
Ｕ

Ｒ
Ｌ

か
ら
ダ

ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き

ま
す

。
 

内
閣
府
Ｈ

Ｐ
 
ht
tp
:/
/w
ww
8.
ca
o.
go
.j
p/
sh
ou
sh
i/
sh
in
se
id
o/
ko
do
mo
_k
os
od
at
e/
in
de
x.
ht
ml
 

 

   
 

◆
行
政
担
当
者
向
け
・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
説
明
会
 

 

都
道

府
県

等
の

担
当

者
へ

の
制

度
説

明
会

が
開

催
 

  

8
月

6
日
、
東
京
・
霞
が
関
の
文
部
科
学
省
講
堂
で
、「

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
説
明
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
の
行
政
担
当
者
約

20
0
人
が
出
席
し
ま
し
た
。
全
日
私
幼

連
か
ら
は
、
小
林
専
務
理
事
と
高
橋
事
務
局
員
が
出
席
し
て
傍
聴
し
ま
し
た
。
 

会
議
で
は
、
基
本

指
針
、
保
育
の
必
要
性
の
認
定
、
確
認

制
度
、
新
た
な
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認

可
基
準
な
ど
に
つ
い
て
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
の
担
当
課
長
等
か
ら
、
お
よ
そ

2
時
間
で
数
百

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
資
料
の
説
明
が
、
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
な
さ
れ
ま
し
た
。
 

そ
の
中
で
、
竹
林

厚
労
省
少
子
化
対
策
企
画
室
長
（
前
文

科
省
幼
児
教
育
企
画
官
）
は
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
に
基
づ
く
基
本
指
針
の
説
明
の
中
で
、
私

立
幼

稚
園

か
ら
の

認
定

こ
ど
も

園
へ

の
移
行

に
つ

い
て
、
希

望
す

る
既

存
の

幼
稚

園
が

認
定

こ
ど

も
園

に
移

行
し

や
す

い
よ

う
に

し
て

い
き

た
い

と
の

説
明

を
さ

れ
ま

し

た
。
 

ま
た
、

共
働
き

家
庭
の
幼

稚
園
利

用
に
つ

い
て

、
次

の
趣
旨

の
説
明

を
さ

れ
ま
し

た
。
 

○
共

働
き
家

庭
な
ど

、
保
護

者
の

就
労
に

よ
り

保
育

の
必
要

性
の
認

定
を

受
け
ら

れ
る

子
ど
も

が
一

定
数
以

上

利
用
し

て
い
る

幼
稚
園
に

つ
い
て

は
、
認

定
こ
ど

も
園

に
移

行
し

て
い
た

だ
い
た

上
で
、
そ
の
子

ど
も

に
つ

い
て
「

保
育
時

間
に
対
応

す
る
施

設
型
給

付
」

を
受

け
て
い

た
だ
く

こ
と

が
制
度

の
基
本
と

な
る
。

 

○
た

だ
し
、
こ

の
よ

う
な
場

合
に

、
幼
稚

園
が

認
定

こ
ど
も

園
に
移

行
し

な
か
っ

た
と

し
て
も

、
保

育
の
必

要

性
の
認

定
を
受

け
ら
れ
る

子
ど
も

が
、
引

き
続
き

そ
の

幼
稚

園
に

通
う
こ

と
は
可

能
。
一

部
の
自

治
体

で
は

「
新
制

度
で
は

共
働
き
家

庭
の
子

ど
も
の

幼
稚

園
の

利
用
は

認
め
ら

れ
な

く
な
る

」
と
の

説
明

を
し

て
い
る

と
聞
い

て
い
る

が
、
新
制

度
は
保

護
者
の

ニ
ー

ズ
に
応

じ
て

多
様

な
施
設

を
選
択

で
き
る

こ
と

を
目

的
の
一

つ
と
し

て
お
り
、
正
し

い
説

明
で

は
な
い

。
保
護

者
の

皆
様

に
は

必
要
以

上
の
心

配
を
か

け
な

い
よ

う
ご
配

慮
を
い

た
だ
き

た
い
。
 

○
共

働
き
家

庭
が
幼

稚
園
を

利
用

す
る
場

合
に

ど
の
よ

う
な

認
定
を

行
い
、
ど

の
よ
う

な
給
付

を
行

う
か
、
そ

の
た

め
の

手
続

き
を

ど
う

す
る

か
等

を
に

つ
い

て
は

、
今

後
さ

ら
に

検
討

を
行

い
、

追
っ

て
お

示
し

す
る

。 

〔
今
号
は

1
枚
〕
 

 

№
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1
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日
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日

私
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連
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Ma
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：
in
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ou
ch
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全
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私
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教育振興基本計画（抜粋）平成 25 年 6月 14 日  〔その３〕 

 

Ⅰ ４つの基本的方向性に基づく方策 

１．社会を生き抜く力の養成 

（１）主として初等中等教育段階の児童生徒等を対象にした取組 

 

成果目標１（「生きる力」の確実な育成） 

変化の激しい社会を生き抜くことができるよう，｢生きる力｣を一人一人に確

実に身に付けさせることにより，社会的自立の基礎を培う。また，一人一人の

適性，進路等に応じて，その能力を最大限伸ばし，国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を養う。 

（※１）生きる力：いかに社会が変化しようと，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体

的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力など，「確かな学力」，「豊かな心」，

「健やかな体」から成る力 

（確かな学力）世界トップの学力水準を目指す。 

（※２）確かな学力：①基礎的・基本的な知識・技能の習得，②知識・技能を活用して課題を解

決するために必要な思考力・判断力・表現力等，③学習意欲などの主体的に学習に取り組む態

度 

【成果指標】 

①国際的な学力調査の平均得点を調査国中トップレベルにする。 

あわせて，習熟度レベルの上位層の増加，下位層の減少。 

全国学力・学習状況調査における過去の調査との同一問題の正答率の増加，

無解答率の減少 

②児童生徒の学習意欲の向上や学習習慣の改善 

③幼・小・中・高等学校における障害のある幼児児童生徒に対する個別の指

導計画及び個別の教育支援計画の作成率の増加 

 

（豊かな心）豊かな情操や，他者，社会，自然・環境と関わり，自らを律しつ

つ共に生きる力，主体的に判断し，適切に行動する力などを持つ子どもを育

てる。 

【成果指標】 

①自分自身や他者，社会等との関わりに関する意識の向上 

・学校のきまりを守っている児童生徒の割合の増加 

・自分には良いところがあると思う児童生徒の割合の増加 

・人の気持ちが分かる人間になりたいと思う児童生徒の割合の増加 

　　　教育振興基本計画（抜粋）　平成２５年６月１４日　　　　〔その３〕
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・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合の増加 

・地域社会などでボランティア活動などに参加している児童生徒の割合の

増加など 

②いじめ，不登校，高校中退者の状況改善（いじめの認知件数に占める，い

じめの解消しているものの割合の増加，全児童生徒数に占める不登校児童

生徒数の割合，高校中退者の割合の減少など）（成果目標６に後掲） 

 

（健やかな体）今後１０年間で子どもの体力が，体力水準の高かった昭和６０

年頃の水準を上回ることを目指すなど，生涯にわたってたくましく生きるた

めに必要な健康や体力を養う。 

【成果指標】 

①体力の向上傾向を確実にする（今後１０年間で子どもの体力が昭和６０年

頃の水準を上回ることを目指す）。 

②学校における健康教育・健康管理の推進 

・健康の重要性を認識し，日常生活の実践に生かしている児童生徒の割合

の増加 

・学校保健委員会を設置する学校の割合の増加 

・朝食を欠食する子どもの割合の減少 

・学校給食における地場産物を使用する割合の増加 

 

 

基本施策５ 幼児教育の充実 

【基本的考え方】 

○ 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ，幼稚園等

における幼児教育の充実を図るとともに，子ども・子育て支援法等に基づ

く新たな制度の構築により，質の高い幼児教育・保育を総合的に提供する

ための更なる条件整備を図る。また，幼稚園における子育て支援活動・預

かり保育の充実を図る。 

 

【主な取組】 

５－１ 幼児教育の質の向上 

・幼児教育の質の向上を図るため，小学校教育との円滑な接続や子育て支援

活動・預かり保育の充実，学校評価の推進などの課題への対応を含めた幼

児教育の理解促進を図るとともに，幼稚園における指導上の課題等を把握

し，幼児教育の改善を図る。 

・子ども・子育て支援法等に基づく新たな制度の具体化を踏まえつつ，幼児
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期の子ども一人一人の発達と学級集団の状況に即した指導を適切に行うこ

とができるよう，教職員配置の在り方について検討する。 

・教職員の資質向上のため，幼稚園，保育所，認定こども園の教職員の合同

研修の促進や，幼稚園教諭免許と保育士資格の併有促進，幼稚園教諭一種

免許取得者数の増加を図る。 

・子育て支援活動や預かり保育も含め，幼稚園における多様な教育活動の充

実を図るため，引き続き，財政支援を行う。 

５－２ 質の高い幼児教育・保育の総合的提供等 

・子ども・子育て支援法等に基づく新たな制度により，幼稚園及び保育所か

ら認定こども園への移行を促進することで，質の高い幼児期の学校教育・

保育の総合的な提供を一層促進する。 

・幼稚園，保育所，認定こども園を通じた共通の給付（子ども・子育て支援

法に基づく「施設型給付」）を満３歳以上の小学校就学前の全ての子どもに

保障する。 

 

 

（３）初等中等教育段階の児童生徒等及び高等教育段階の学生の双方を対象に

した取組 

 

基本施策１０ 子どもの成長に応じた柔軟な教育システム等の構築 

【基本的考え方】 

○ 各学校段階間の円滑な連携・接続を推進するとともに，６・３・３・４制

の在り方について幅広く検討を進め，これにより，子どもの成長に応じた

柔軟な教育システム等を構築する。 

 

【主な取組】 

１０－１ 子どもの成長に応じた柔軟な教育システム等の構築 

・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を目指し，各学校における教育課

程編成や指導方法の工夫を促すとともに，幼児と児童の交流や教員による

合同研修など，保幼小連携の取組を促進する。 

 

 

３．学びのセーフティーネットの構築 

 

成果目標６（意欲ある全ての者への学習機会の確保） 

様々な困難や課題を抱え支援を求めている者に対して，生涯を通じて多様な
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学習機会を確保する。また，能力と意欲を有する全ての者が中等・高等教育を

受けられるようにする。 

これを通じて，経済的，時間的，地理的制約等による教育格差を改善する。 

【成果指標】 

＜主として初等中等教育関係＞ 

①幼稚園等の就園率の増加 

②経済的な理由による高校中退者の数の減少 

③国際的な学力調査における習熟度レベルの下位層の減少（成果目標１の再

掲） 

④家庭の経済状況や教育環境の違いが学力に与える影響の改善 

⑤いじめ，不登校，高校中退者の状況改善（いじめの認知件数に占める，い

じめの解消しているものの割合の増加，全児童生徒数に占める不登校児童

生徒数の割合の減少，高校中退者数の割合の減少など） 

 

＜５年間における具体的方策＞ 

基本施策１７ 教育費負担の軽減に向けた経済的支援 

【基本的考え方】 

○ 教育格差の固定化解消に向けて，これまでも就学支援や公立高校授業料無

償制・高等学校等就学支援金制度，奨学金の充実等の取組を実施してきた

ところであるが，引き続き，保護者負担を軽減するとともに，意欲・能力

のある者の学習機会へのアクセスを可能とするための支援を行う。 

○ また，東日本大震災により被災した子ども・若者に対し，切れ目のない就

学支援を実施する。 

 

【主な取組】 

１７－１ 幼児教育に係る教育費負担軽減 

・保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を目的として，保育料等を

軽減する就園奨励事業を実施する地方公共団体に対し，所要経費の一部を

補助する幼稚園就園奨励費補助を引き続き実施することにより，幼稚園へ

の就園を推進する。 

また，子ども・子育て支援法等に基づく新たな制度の構築により，幼稚

園，保育所，認定こども園を通じた共通の給付を創設する際には，保護者

の所得状況に応じた経済的負担の軽減が図られるものとなるようにする。

この状況も踏まえつつ，幼児教育の無償化への取組について，財源，制度

等の問題を総合的に検討しながら進める。 
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Ⅱ ４つの基本的方向性を支える環境整備 

 

基本施策２９ 私立学校の振興 

【基本的考え方】 

○ 我が国教育の大きな特徴は，私立学校が建学の精神に基づく多様な人材育

成や特色ある教育研究を展開し，公教育の大きな部分を担っていることで

あり，私立学校の振興は決定的に重要である。 

○ 特に，高等教育段階では私立学校が学生全体の７５％を占めており，私立

大学の質的充実が大学全体の質の保証，向上にとって極めて重要である。 

○ このため，私学助成の基盤的経費としての基本性格を踏まえた上で支援を

行いつつ，私立学校の特色の発揮と質的充実に向けた支援及びメリハリあ

る配分を強化する。あわせて，寄附金収入その他の民間資金を自主的・積

極的に調達するための環境を整備する。 

○ また，各学校法人が，経営環境の厳しい中，経営状況を的確に分析し，自

主的な早期の経営判断を行うよう必要な支援を実施する。 

○ 同時に，教学・経営の両面から質保証を徹底推進する一貫したシステムを

確立し，大学全体の質の向上を図る。 

【主な取組】 

２９－１ 財政基盤の確立とメリハリある資金配分 

・私立学校の果たしている役割に鑑み，基盤的経費等の公財政支援その他の

施策の充実・推進を図り，私立学校の教育条件の維持向上及び学生等の経

済的負担の軽減を図るとともに，経営の健全性を高める。特に，私立大学

については，財政基盤の確立と基盤的経費等の一層のメリハリある配分の

実施を図り，建学の精神・特色を生かした教育研究等の活性化と機能別分

化を促進する。また，「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」に基づ

き，私立学校施設の防災機能強化への継続的な支援を進め，早期の耐震化

完了を目指す。 

２９－３ 学校法人に対する経営支援の充実 

・各学校法人が，自らの経営状況を分析し，学生・地域・社会のニーズを十

分に把握した上で，自己の強みとなる部門の強化や不採算部門の見直し等

を検討するなど，学校法人が自ら的確な経営判断を行うことができるよう，

必要な経営指導・支援を行うシステムを確立するとともに，経営上の課題

を抱える学校法人に係る制度的対応について検討する。あわせて，各学校

法人において，経営者の的確な経営判断に資するものとなるよう，また広

く一般に説明しやすいものとなるよう，新たな学校法人会計基準を導入す

るとともに，学校法人の財務情報等の積極的な公開を更に促す。 
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研究大会の存続をかけて

　私立幼稚園の教諭として、日々新たなことに

挑戦し、研鑚を積む必要性は誰しもが認めるこ

とでしょうし、実際にその理想に向かって努力

されていることと思います。しかし、少子化の

影響や諸制度の変更のために、私立幼稚園には

様々な方面からいろいろなことが求められ、実

際にそれらに対応しなければ園の存続もままな

らないというのが現状ではないでしょうか。

　新潟県私立幼稚園協会では、今まで各地区交

代で、公開保育と講演会を主な内容とする研究

大会を毎年ずっと継続してきました。しかし、

すでに述べたような理由で今まで通りの開催が

難しいという状況となってしまいました。

　そこで、何とか研究大会を継続していくこと

を一番に考え、今年度よりいくつか改革を行い

ました。

【研究大会の変更点】

１．内容

　　ア、従来通りの公開保育方式

　　イ、 自園の保護者対象にやっているような

保育参観形式

　　ウ、 公開保育や保育参観を伴わない、フォー

ラム形式

　　※ ア～ウの中で、実施地区が選択できるよ

うにしました。

２．地区割り

　県内を２ブロックとし、実施地区については、

教育研究委員会という専門の委員会が候補地区

と相談の上、決定することにしました。

３．大会の主題

　従来は主題についても実施地区で検討してお

りましたが、このことも教育研究委員会で決め

ることにしました。

（（一社）新潟県私立幼稚園協会研究部長、小千

谷市・小千谷幼稚園／船岡芳英）

子どもは未来からの預かりもの

　私たちは、就学前の子どもたちをお父さん、

お母さんから預かって保育をしています。彼ら

の成長は、家庭教育と幼稚園の教育が共に力を

合わせることで保障されます。加えて少子化の

現代は、その保障を市町村、都道府県、国をあ

げて発信しています。

　鳥取県も例外ではなく、むしろ積極的に 

「子育て王国鳥取県」を目指した５年間（～平成

２６年）の計画として「子育て王国とっとりプラ

ン」を策定し、安心して子育てができる県をと、

力を入れて取り組んでいます。この７月には「子

育て同盟サミットｉｎとっとり」が、全国から

１０人の知事の参加を得て開催されたところで

す。

　ところが県内の私立幼稚園の状況は、支援制

度が増えているのにもかかわらず反比例してい

て、どんなに頑張っても幼稚園籍の園児は減っ

ていくばかりです。幼稚園籍の子どもと保育所

籍の子どもへの補助金の格差は縮まりません。

当然のことながら、教師たちの給与の公私格差

も相変わらず小さくはありません。

　社会は幼稚園に何を期待しているのでしょ

う？　そして幼稚園は何を発信していこうとし

ているのでしょうか。「幼稚園」という名前で親

しまれて１００年以上の年月を経て、私たちはい

ま大きな岐路に立たされている幼稚園を直視し

なければなりません。

　子どもは未来からの預かりものです。

　年度当初の園長会（鳥取市）で「認定こども

園ができるたびに、幼稚園籍の子どもは減って

いきます。幼稚園への補助金も減っていくとい

うことです」と発言なさった園長先生の言葉が

耳に残ります。

（鳥取県私立幼稚園協会幹事、鳥取市・愛真幼稚

園／伊達季代子）

新潟県からのおたより 鳥取県からのおたより
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平成２５年度（第８回）免許状更新講習の認定一覧

●必修領域「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新
講習

講習の
開催地

講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間 受講数 認定番号

福岡県
福岡市

　本講習は教育政策の動向についての理解・幼稚園の内外におけ
る連携協力についての理解・教職についての省察・子どもの変化
についての理解の４分野に分け、保育や子育てに係る今日的課題
を中心とした講習をおこなう。

尾花　雄路（福岡女子短期大学教授）、
那須　信樹（中村学園短期大学部教授）、
太田　光洋（和洋女子大学教授）

１２時間
平成２５年１１月３０日～
平成２５年１２月１日

１００人
平２５-
８１３４０-
００７７２号

●選択領域「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習

講習の
開催地

講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間 受講数 認定番号

茨城県
水戸市

　子どもは日々幼稚園の中で生活し遊んでいる。その子どもの成
長発達を支える土台は生活であり遊びであると考える。幼稚園の
役割としての生活を子どもの視点と教師の視点から考えていきた
い。また遊びについては自発的、自然発生的にこどもの中に生ま
れる遊びと教師の提案する遊びについても考査したい。

飛田　隆（茨城キリスト教大学文学部児
童教育学科講師）

６時間 平成２５年１１月９日 ６０人
平２５- 
８１３４０-
５７５０２号

群馬県
前橋市

　本講習では、子どもの「表現してみたくなる環境の在り方」を
基軸に、キャリアに見合った自己の保育の見直しを図る。また、
理論に裏付けられた実践の重要性と子どもの能動的学びを促すた
めの指導力、ならびに幼稚園教諭としての資質を高めていく講座
としたい。

柳　晋（育英短期大学保育学科教授）、
槇　英子（淑徳大学教育福祉学科准教授）、
渡辺　洋一（育英短期大学保育学科講師） ６時間 平成２５年１２月２５日 ３０人

平２５- 
８１３４０-
５７５０３号

東京都
千代田区

　【幼児理解に基づく保育のデザイン】幼児理解とは、幼児一人
一人にとって育ちにつながる経験の意味を理解することである。
そのような幼児理解に基づく保育のデザインについて考えてみた
い。【安心とつながりを生み出す保護者支援の在り方】子育てに
不安を抱いていたり、人と関わることが苦手と感じていたりする
保護者が増加している。幼稚園の中での様々な取り組みを検討し、
保護者支援の在り方や情報の発信とその効果について学ぶ。

戸田　雅美（東京家政大学准教授）、
宮里　暁美（お茶の水女子大学付属幼稚
園副園長）

６時間 平成２５年１１月３０日 １５０人
平２５- 
８１３４０-
５７５０４号

長野県
松本市

　①知識基盤型社会において、保護者、教師、子どもが互いに関
係を結びイノベーションを創造するための課題と、保育実践の質
を吟味する視点を考える。②音楽という「あそび」を通して、表
現することを楽しめる子どもをどう育てるか。講義と併せて実際
に音楽を用いながら、具体的な指導法について学びを深める。

青木　久子（文京学院大学院非常勤講師）、
山崎　浩（清泉女学院短期大学幼児教育
科准教授） ６時間 平成２５年１０月１９日 ７０人

平２５- 
８１３４０-
５７５０５号

福岡県
福岡市

　①良い保育は、親と子と幼稚園教師のコミュニケーションを基
盤として創られていく。本講座は、そんな具体的な事例をもとに、
親と子と教師が、園生活や保育を通して、心の絆をつくる意義に
ついて考えていくものである。②幼稚園教師の資質を高める心理
学をテーマに、心理学の知見から人間を理解し受容することの意
味を、講義をもとに学ぶ。さらに、学んだことを生かして、幼稚
園教師として、子どもの心情をより深く理解し受けとめる指導や
援助とは何かを考え合う。

兵頭　恵子（幼少年教育研究所理事）、
中島　俊介（北九州市立大学教授）

６時間 平成２５年１１月２日 １００人
平２５- 
８１３４０-
５７５０６号

　本県でもすでに２４年度事業がスタートし、各

委員会で精力的な活動を展開していますが、常置

委員会での活動の他に本年度は重点目標として、

①東日本大震災の発生を受けて県内の防災対策

を再検証すること、②こどもがまんなかキャン

ペーンの県内普及を掲げました。

　本県でもすでに２４年度事業がスタートし、各

委員会で精力的な活動を展開していますが、常置

委員会での活動の他に本年度は重点目標として、

①東日本大震災の発生を受けて県内の防災対策

を再検証すること、②こどもがまんなかキャン

ペーンの県内普及を掲げました。

　コオロギコロコロリン～♪　暑い夏に鳴いて

いたセミの声が、ここちいい声に変わってきま

した。子どもたちも元気に幼稚園に戻ってきま

した◆２０１３年夏。世界水泳で瀬戸大也選手が

４００ｍ個人メドレーで金メダル！　世界陸上

で日本チームが４００ｍリレーで６位入賞！　 

イチロー選手は日米通算４０００本安打達成！ 

世界で日本の若者が大活躍しています。イチ

ロー選手は「失敗をたくさん積み重ねた中にい

い瞬間がある」と語り、大也選手の母は「良い

ことも何でも経験が人間を大きくする。自分で

決めた目標を諦めず一生懸命やっていってほし

い」と話しました。成功ばかりでなく、失敗も

含めて大きな包容力で子どもたちの成長を見守

るおとなになっていきたいです◆今年も全国各

地で教員研修大会が開催されましたが、世界で

活躍する子どもたちを育んでいくために「こど

もが　まんなか」でこれからも教育を熱く語り

あっていきましょう。 

 （調査広報編集委員・梅澤眞理）

編集後記編集後記

平成２６年度

「児童福祉週間」標語募集

　毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を 

「児童福祉週間（５月５日～５月１１日）」と定め

て、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種

行事が行われています。

　平成２６年度の児童福祉週間に向けて、その象

徴となる標語が募集されています。はがき、封 

書、ファクシミリ、インターネットで応募でき

ます。詳しくはホームページをご覧ください。

http: / /www.kodomomiraizaidan.or . jp/

○募集期間：９月２日（月）～１０月２１日（月）

○募集内容： 元気で頑張る子どもたちを応援す

る標語や未来に向けての子どもた

ちからのメッセージとなる標語。

○主催者： 厚生労働省、（社福）全国社会福祉協

議会、（一財）こども未来財団


